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【今月の表紙】六条院小学校3年生　桃の袋がけ体験
　６月１３日、鴨方町内の畑で六条院小学校３年生が桃の袋がけを体験しました。参加した児童35人は、市内で桃農家を営む堀さんに教わりな
がら、小さな桃の実を「大きくなあれ、おいしくなあれ」など、それぞれの願いを書いた袋で、丁寧に包んでいました。収穫は7月中旬頃の予定
で、児童はとても楽しみにしています。
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　現在お持ちの被保険者証（緑色）および資格確認書（紫色）
の有効期限は７月末までです。８月から令和８年７月末まで使
用可能な新しい資格確認書は、７月下旬に送付します。

※新しい資格確認書は、マイナ保険証の有無にかかわらず後期高齢
医療制度へ加入している全員に送付します。

※８月以降に医療機関を受診する際には、必ず新しい資格確認書、
もしくはマイナ保険証を窓口に提示してください。

一部負担割合の見直し
　医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、所得区分
に応じて決まります。所得区分は前年の所得によるため、割合
が変更になる場合があります。
【一部負担金の割合】
●現役並み所得者：「３割」　●一般Ⅱ：「２割」　
●一般Ⅰ・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ：「１割」

資格確認書の限度区分欄について
　医療機関などで受診する際に、限度区分が記載された資格確認書を提示することで、窓口で支払う医療
費が自己負担限度額までとなり、入院時には1食当たりの食事代が減額される場合があります。記載を希
望する人は、市民課または、各総合支所で申請してください。
　なお、マイナ保険証を使用している人は、手続き不要で限度額の適用を受けられます。

【次のいずれかを持つ人へは、手続き不要で限度額区分欄に記載がある資格確認書を７月下旬に送付します】
　●有効期限が７月末までの資格確認書の限度区分欄に記載がある人
　●限度額適用・標準負担額減額認定証を所有する人
　●限度額適用認定証を所有する人
　※ただし、世帯内に所得の未申告者がいる場合は、限度区分欄に記載がない資格確認書を送付します。

長期入院該当日欄
　以下の対象者は、医療機関などで、長期入院該当日欄に記載がある資格確認書を提示することで、食事
代が１食あたり190円となります。記載を希望する人は、市民課または、各総合支所で申請してくださ
い。

対象者　令和６年８月１日以降、所得区分が低所得Ⅱの認定期間内（他の健康保険加入期間において区
　　　　分Ⅱ相当の認定を受けていた間の入院期間も含む）に、入院が通算90日を超える人

【次の人へは、手続き不要で長期入院該当日欄に記載がある資格確認書を7月下旬に送付します】
　●令和６年８月１日から令和７年４月30日までの間で入院が90日を超える人

後期高齢者医療についてお知らせ

令和７年度後期高齢者医療保険料が決定

均等割額＋所得割額（賦課のもととなる所得金額※２×所得割率）

保険料の軽減措置　所得が低い人は、世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。

令和７年度の保険料率
 （岡山県内均一）

問市民課　☎44－9042
　岡山県後期高齢者医療広域連合　☎086－245－0090（音声案内①）

問税務課　☎44－9040　　問岡山県後期高齢者医療広域連合　☎086－245－0090

　７月中に、今年度の後期高齢者医療保険料の決定通知書を送付します。
　保険料は年度（４月から翌年３月までの12か月）で計算され、年度途
中で加入した場合はその月から計算されます。

※１…１人当たり年間保険料は、100円未満を切り捨てます。
※２…「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額など（雑所得・事業所得・給与所得などの
総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得・土地建物などの譲渡所得・山林所得などの合計額）から、地
方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）を控除した額です（雑
損失の繰越控除額は控除しません）。分離課税の所得がマイナスの場合は０円として合算します。

軽減割合
７割
５割
２割

保険料の
納め方

●特別徴収…年金引きとなります。窓口での支払いはありません。
●普通徴収（納 付 書）…市内金融機関・市役所・各総合支所・コンビニで
　　　　　　　　　　　　お支払いください。
●普通徴収（口座振替）…登録口座から振り替えます。前日までに残高を
　　　　　　　　　　　　ご確認ください。

×10万円
×10万円＋30.5万円×（被保険者数）
×10万円＋56万円×（被保険者数）

世帯主およびその世帯の被保険者の総所得金額などの合計が下記の金額以下の世帯

基礎控除額（43万円）＋（給与所得者等の数－１）

均等割額  50,200円
所得割率 　10.49％
賦課限度額 　80万円

1人当たり年間保険料※1

＝

　一定の障害を持つ65 ～74 歳の人は後期高齢者医療制度に加入できます

　 加入できる障害の程度
●１～３級までの身体障害者手帳を持つ人
●音声機能・言語機能の障害または下肢障害　
　（１号・３号・４号）により４級の身体障害者　
　手帳を持つ人
●療育手帳の重度障害（A）（重度知的障害）を
　持つ人
●精神障害者保健福祉手帳の１級・２級を持つ人
●国民年金法などにおける障害年金の１級・２級
　に該当する人
※後期高齢者医療制度では、すべての被保険者から所得に応じた保険料をお支払いいただきます。
　（保険料負担は、加入により従来よりも低くなる場合と高くなる場合があります。）
※加入手続きなど、詳しくは本紙５ページ下部記載の窓口までお問い合わせください。

　　 所得区分に応じた窓口負担割合
加入により、窓口負担が従来よりも低くなる場合があります。

後期高齢者医療制度
所得区分に応じて１割～３割

後期高齢者医療制度以外の医療保険制度
65～ 69歳の人 ３割
70～ 74歳の人 ２割（所得の多い人は３割）⇒

あさくち広
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　現在お持ちの被保険者証（緑色）および資格確認書（紫色）
の有効期限は７月末までです。８月から令和８年７月末まで使
用可能な新しい資格確認書は、７月下旬に送付します。

※新しい資格確認書は、マイナ保険証の有無にかかわらず後期高齢
医療制度へ加入している全員に送付します。

※８月以降に医療機関を受診する際には、必ず新しい資格確認書、
もしくはマイナ保険証を窓口に提示してください。

一部負担割合の見直し
　医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、所得区分
に応じて決まります。所得区分は前年の所得によるため、割合
が変更になる場合があります。
【一部負担金の割合】
●現役並み所得者：「３割」　●一般Ⅱ：「２割」　
●一般Ⅰ・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ：「１割」

資格確認書の限度区分欄について
　医療機関などで受診する際に、限度区分が記載された資格確認書を提示することで、窓口で支払う医療
費が自己負担限度額までとなり、入院時には1食当たりの食事代が減額される場合があります。記載を希
望する人は、市民課または、各総合支所で申請してください。
　なお、マイナ保険証を使用している人は、手続き不要で限度額の適用を受けられます。

【次のいずれかを持つ人へは、手続き不要で限度額区分欄に記載がある資格確認書を７月下旬に送付します】
　●有効期限が７月末までの資格確認書の限度区分欄に記載がある人
　●限度額適用・標準負担額減額認定証を所有する人
　●限度額適用認定証を所有する人
　※ただし、世帯内に所得の未申告者がいる場合は、限度区分欄に記載がない資格確認書を送付します。

長期入院該当日欄
　以下の対象者は、医療機関などで、長期入院該当日欄に記載がある資格確認書を提示することで、食事
代が１食あたり190円となります。記載を希望する人は、市民課または、各総合支所で申請してくださ
い。

対象者　令和６年８月１日以降、所得区分が低所得Ⅱの認定期間内（他の健康保険加入期間において区
　　　　分Ⅱ相当の認定を受けていた間の入院期間も含む）に、入院が通算90日を超える人

【次の人へは、手続き不要で長期入院該当日欄に記載がある資格確認書を7月下旬に送付します】
　●令和６年８月１日から令和７年４月30日までの間で入院が90日を超える人

後期高齢者医療についてお知らせ

令和７年度後期高齢者医療保険料が決定

均等割額＋所得割額（賦課のもととなる所得金額※２×所得割率）

保険料の軽減措置　所得が低い人は、世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。

令和７年度の保険料率
 （岡山県内均一）

問市民課　☎44－9042
　岡山県後期高齢者医療広域連合　☎086－245－0090（音声案内①）

問税務課　☎44－9040　　問岡山県後期高齢者医療広域連合　☎086－245－0090

　７月中に、今年度の後期高齢者医療保険料の決定通知書を送付します。
　保険料は年度（４月から翌年３月までの12か月）で計算され、年度途
中で加入した場合はその月から計算されます。

※１…１人当たり年間保険料は、100円未満を切り捨てます。
※２…「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額など（雑所得・事業所得・給与所得などの
総所得金額と分離課税の株式の譲渡所得・土地建物などの譲渡所得・山林所得などの合計額）から、地
方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円）を控除した額です（雑
損失の繰越控除額は控除しません）。分離課税の所得がマイナスの場合は０円として合算します。

軽減割合
７割
５割
２割

保険料の
納め方

●特別徴収…年金引きとなります。窓口での支払いはありません。
●普通徴収（納 付 書）…市内金融機関・市役所・各総合支所・コンビニで
　　　　　　　　　　　　お支払いください。
●普通徴収（口座振替）…登録口座から振り替えます。前日までに残高を
　　　　　　　　　　　　ご確認ください。

×10万円
×10万円＋30.5万円×（被保険者数）
×10万円＋56万円×（被保険者数）

世帯主およびその世帯の被保険者の総所得金額などの合計が下記の金額以下の世帯

基礎控除額（43万円）＋（給与所得者等の数－１）

均等割額  50,200円
所得割率 　10.49％
賦課限度額 　80万円

1人当たり年間保険料※1

＝

　一定の障害を持つ65 ～74 歳の人は後期高齢者医療制度に加入できます

　 加入できる障害の程度
●１～３級までの身体障害者手帳を持つ人
●音声機能・言語機能の障害または下肢障害　
　（１号・３号・４号）により４級の身体障害者　
　手帳を持つ人
●療育手帳の重度障害（A）（重度知的障害）を
　持つ人
●精神障害者保健福祉手帳の１級・２級を持つ人
●国民年金法などにおける障害年金の１級・２級
　に該当する人
※後期高齢者医療制度では、すべての被保険者から所得に応じた保険料をお支払いいただきます。
　（保険料負担は、加入により従来よりも低くなる場合と高くなる場合があります。）
※加入手続きなど、詳しくは本紙５ページ下部記載の窓口までお問い合わせください。

　　 所得区分に応じた窓口負担割合
加入により、窓口負担が従来よりも低くなる場合があります。

後期高齢者医療制度
所得区分に応じて１割～３割

後期高齢者医療制度以外の医療保険制度
65～ 69歳の人 ３割
70～ 74歳の人 ２割（所得の多い人は３割）⇒

あさくち広
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あさくち広
報

　令和6年12月2日から、従来の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする
しくみに移行しました。マイナ保険証の登録情報により、７月下旬に次のものを送付しますので８月か
らはそちらをご使用ください。
　有効期限が切れた被保険者証および資格確認書は、細かく裁断するなど個人で処分するか、問い合わ
せ先までご返却ください。

マイナ保険証を持つ人　
　自身が加入する保険資格を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。単体での受診はできま
せん。 マイナ保険証と併せてご使用ください。
　※70歳未満の「資格情報のお知らせ」には有効期限がなく、来年度以降の更新はありません。大切
　　に保管してください。

マイナ保険証を持たない人
　「資格確認書（もも色）」を送付します。医療機関などの窓口で提示すると、これまでどおり保険診
療を受けることができます。

　●70歳から74歳の高齢受給者の医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、令和６年中の所
　　得区分に応じて２割または３割が記載されるため、現在の証と割合が変更になる場合があります。
　●８月になっても届かない場合は、お問い合わせください。
　●郵便物が届いたら、記載事項に誤りがないかご確認ください。
　●同一世帯に資格確認書と資格情報のお知らせを送る場合、封筒は分かれます。
　●他の健康保険などに加入した人は、速やかに国民健康保険の喪失の手続きを行ってください。喪失
　　の手続きは電子申請でもできます。

国民健康保険についてお知らせ

電子申請
　問市民課  ☎44－9042　　
　問金光総合支所 ☎42－7300
　問寄島総合支所 ☎54－5111

リニューアルのポイント
★「つどいの広場のびっ子」を拡充して移転
　これまで鴨方公民館で事業を行っていた「つどいの広場のびっ子」を、対象年齢を未就学児までに拡
充して「あさくちきらめきプレイス」に移転します。新たな施設には、年齢に応じたスペースにボルダ
リングやブロックなどのさまざまな遊具を設置します。
　つどいの広場のびっ子とは…
　未就学児と保護者が集い、親子で交流できる場所です。子育て支援員が常駐していて、子育て相談に
応じたり、地域の子育て情報を提供したり、リトミックなどの親子で楽しめるさまざまなイベントを実
施しています。

　

★誰でも利用可能な休憩所「こもれびテラス」を設置
　休憩や飲食などにご利用ください。
★避難場所としての利用
　災害時には避難所として利用する場合があります。

施設紹介
　皆さまから募集し、各エリアの愛称を決定しました。心のこもった
たくさんのご応募、ありがとうございました。
「あさくちきらめきプレイス」
　・もりっこエリア…0～1歳児
　・うみっこエリア…2～3歳児
　・そらっこエリア…4歳児～就学前
　・わくわくパーク…屋外遊具スペース
　・おひさまガーデン…ガラス張りの中庭
　・こもれびテラス…休憩スペース

リニューアル記念落成式
日にち　８月１日（金）
時　間　式典９時～
場　所　健康福祉センター１階ロビー

健康福祉センター低層棟をリニューアル
「あさくちきらめきプレイス」が8月1日（金）にオープンします！

８月１日（金）からの「つどいの広場のびっ子」利用案内
開館日：毎週火曜～日曜日（月曜および年末年始は休館）
●月曜日が祝日の場合は開館し、翌日（火曜日）を休館日とします。
時　間：９時～12時／13時～16時
場　所：健康福祉センター低層棟内
対　象：０歳児～就学前の子どもと保護者
　　　　（子どもだけの利用不可）
利用料：無料

問社会福祉課（健康福祉センター内） ☎44－7007

問健康こども福祉課　☎44－7114

　　　 オープン記念イベント
８月１日（金）11時から
大型かみしばい＆エプロンシアターの
イベントも実施予定です。

N

つどいの広場のびっ子

　現在お持ちの被保険者証・資格確認書（ふじ色）の有効期限は7月31日までです。
　8月以降に医療機関を受診する際には、マイナ保険証か資格確認書（もも色）を窓口に提示して
ください。
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あさくち広
報

　令和6年12月2日から、従来の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする
しくみに移行しました。マイナ保険証の登録情報により、７月下旬に次のものを送付しますので８月か
らはそちらをご使用ください。
　有効期限が切れた被保険者証および資格確認書は、細かく裁断するなど個人で処分するか、問い合わ
せ先までご返却ください。

マイナ保険証を持つ人　
　自身が加入する保険資格を確認できる「資格情報のお知らせ」を送付します。単体での受診はできま
せん。 マイナ保険証と併せてご使用ください。
　※70歳未満の「資格情報のお知らせ」には有効期限がなく、来年度以降の更新はありません。大切
　　に保管してください。

マイナ保険証を持たない人
　「資格確認書（もも色）」を送付します。医療機関などの窓口で提示すると、これまでどおり保険診
療を受けることができます。

　●70歳から74歳の高齢受給者の医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、令和６年中の所
　　得区分に応じて２割または３割が記載されるため、現在の証と割合が変更になる場合があります。
　●８月になっても届かない場合は、お問い合わせください。
　●郵便物が届いたら、記載事項に誤りがないかご確認ください。
　●同一世帯に資格確認書と資格情報のお知らせを送る場合、封筒は分かれます。
　●他の健康保険などに加入した人は、速やかに国民健康保険の喪失の手続きを行ってください。喪失
　　の手続きは電子申請でもできます。

国民健康保険についてお知らせ

電子申請
　問市民課  ☎44－9042　　
　問金光総合支所 ☎42－7300
　問寄島総合支所 ☎54－5111

リニューアルのポイント
★「つどいの広場のびっ子」を拡充して移転
　これまで鴨方公民館で事業を行っていた「つどいの広場のびっ子」を、対象年齢を未就学児までに拡
充して「あさくちきらめきプレイス」に移転します。新たな施設には、年齢に応じたスペースにボルダ
リングやブロックなどのさまざまな遊具を設置します。
　つどいの広場のびっ子とは…
　未就学児と保護者が集い、親子で交流できる場所です。子育て支援員が常駐していて、子育て相談に
応じたり、地域の子育て情報を提供したり、リトミックなどの親子で楽しめるさまざまなイベントを実
施しています。

　

★誰でも利用可能な休憩所「こもれびテラス」を設置
　休憩や飲食などにご利用ください。
★避難場所としての利用
　災害時には避難所として利用する場合があります。

施設紹介
　皆さまから募集し、各エリアの愛称を決定しました。心のこもった
たくさんのご応募、ありがとうございました。
「あさくちきらめきプレイス」
　・もりっこエリア…0～1歳児
　・うみっこエリア…2～3歳児
　・そらっこエリア…4歳児～就学前
　・わくわくパーク…屋外遊具スペース
　・おひさまガーデン…ガラス張りの中庭
　・こもれびテラス…休憩スペース

リニューアル記念落成式
日にち　８月１日（金）
時　間　式典９時～
場　所　健康福祉センター１階ロビー

健康福祉センター低層棟をリニューアル
「あさくちきらめきプレイス」が8月1日（金）にオープンします！

８月１日（金）からの「つどいの広場のびっ子」利用案内
開館日：毎週火曜～日曜日（月曜および年末年始は休館）
●月曜日が祝日の場合は開館し、翌日（火曜日）を休館日とします。
時　間：９時～12時／13時～16時
場　所：健康福祉センター低層棟内
対　象：０歳児～就学前の子どもと保護者
　　　　（子どもだけの利用不可）
利用料：無料

問社会福祉課（健康福祉センター内） ☎44－7007

問健康こども福祉課　☎44－7114

　　　 オープン記念イベント
８月１日（金）11時から
大型かみしばい＆エプロンシアターの
イベントも実施予定です。

N

つどいの広場のびっ子

　現在お持ちの被保険者証・資格確認書（ふじ色）の有効期限は7月31日までです。
　8月以降に医療機関を受診する際には、マイナ保険証か資格確認書（もも色）を窓口に提示して
ください。
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　国民年金手続きは、マイナポータルを利用した電子申請ができます。
　
対象の手続き ●第１号被保険者の資格取得・種別変更
  ●保険料免除・納付猶予申請　●学生納付特例申請
  ●産前産後免除の届出　●保険料の口座振替納付申出・辞退
  ●付加保険料納付申出・辞退
必 要 な 物 マイナンバーカードおよびパスワード
  ※マイナポータルの｢利用者登録｣が必要です。
問い合わせ先
▼電子申請・利用者登録に関すること
　問ねんきん加入者ダイヤル　☎0570－003－004
　（050からはじまる電話でかける場合は、☎03－6630－2525へ）
　月曜日～金曜日：８時30分～19時／第２土曜日：９時30分～16時
　※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日は利用できません。
▼マイナンバーカードの取得・パスワードに関すること
　問市民課　☎44－9042　　問金光総合支所　☎42－7300　　問寄島総合支所　☎54－5111

国民年金手続きは電子申請ができます
　５月26日の戸籍法改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。これに伴い、
全国民に対して氏名のフリガナ確認が行われます。ご協力よろしくお願いします。
　
【通知書の発送】
　本籍地の市区町村から通知されます。
　本市が本籍地の人へは、７月下旬以降の発送を予定しています。届きましたら、必ず内容をご確認くだ
さい。
　※氏名に、小さい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」や「ジ・ヂ」「ズ・ヅ」が含まれている人は特にご注意いただき、
　　正しいフリガナで届け出をお願いします。

【届け出】
　正しい場合は届け出は不要です
　　通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届け出の必要はありません。令和８年５月26
　日以降順次、戸籍に記載されます。
　●早期に、戸籍への記載を希望する人は届け出を行ってください。
　誤っている場合は届け出が必要です
　　通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和８年5月25日までに正しいフリガナ
　の届け出をしてください。
　　窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインで手続きできます。郵送の場合は、市ホー
　ムページから届書をダウンロードしてご利用ください。
　　マイナポータルを利用する場合は、利用者証明用電子証明書（数字４桁の暗証番号）および署名用
　電子証明書（英数字６～16桁の暗証番号）が格納されたマイナンバーカードが必要です。操作方法
　などは、市ホームページをご覧ください。

【届け出できる人】
　　氏と名のフリガナで、それぞれ届け出できる人が異なります。
　氏のフリガナ
　原則、戸籍の筆頭者
　●筆頭者が死亡などで除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は同籍する子が届出人となります。
　名のフリガナ
　成年（18歳以上）…本人
　15歳～17歳…本人または法定代理人
　15歳未満…法定代理人

　詐欺にご注意ください
　　フリガナの届け出に手数料はかかりません。
　また、届け出しなくても罰則はありません。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

　失業や所得の減少などにより国民年金保険料を納めることができない場合は、免除や納付猶予制度を
利用できます。
　
条　　件　 本人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下の場合は、本人の申請により、保険料の全額

または一部の納付が免除されます。※一部免除が承認された場合、残りの保険料が未納
になっていると、その間の一部免除は無効（未納と同じ）になります。

　　　　　 50歳未満の人は、本人と配偶者の所得が基準額以下であれば、申請により、保険料の
納付が猶予されます。

申請期間　　納付期限から２年を経過していない期間
審査結果　　日本年金機構からおおむね２～３か月後に送付

　■年金受取額を増やすために「追納制度」があります。保険料の免除・納付猶予の承認を受けた場
　　合、全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。年金額を増やすには、免除
　　や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。10年以内であれば、申し込みによって
　　追納できます。
　■産前産後の一定期間について、国民年金保険料が免除される制度があります。国民年金第1号被保険
　　者の人が対象で、出産予定日の６か月前から申請できます。

　問倉敷西年金事務所 ☎086－523－6395（音声案内②→②）
　問市民課  ☎44－9042　　
　問金光総合支所 ☎42－7300
　問寄島総合支所 ☎54－5111

国民年金保険料には免除・猶予制度があります

詳しくはこちらへ
日本年金機構ホームページ

市ホームページ

　問市民課  ☎44－9042　　
　問金光総合支所 ☎42－7300
　問寄島総合支所 ☎54－5111
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　国民年金手続きは、マイナポータルを利用した電子申請ができます。
　
対象の手続き ●第１号被保険者の資格取得・種別変更
  ●保険料免除・納付猶予申請　●学生納付特例申請
  ●産前産後免除の届出　●保険料の口座振替納付申出・辞退
  ●付加保険料納付申出・辞退
必 要 な 物 マイナンバーカードおよびパスワード
  ※マイナポータルの｢利用者登録｣が必要です。
問い合わせ先
▼電子申請・利用者登録に関すること
　問ねんきん加入者ダイヤル　☎0570－003－004
　（050からはじまる電話でかける場合は、☎03－6630－2525へ）
　月曜日～金曜日：８時30分～19時／第２土曜日：９時30分～16時
　※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日は利用できません。
▼マイナンバーカードの取得・パスワードに関すること
　問市民課　☎44－9042　　問金光総合支所　☎42－7300　　問寄島総合支所　☎54－5111

国民年金手続きは電子申請ができます
　５月26日の戸籍法改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。これに伴い、
全国民に対して氏名のフリガナ確認が行われます。ご協力よろしくお願いします。
　
【通知書の発送】
　本籍地の市区町村から通知されます。
　本市が本籍地の人へは、７月下旬以降の発送を予定しています。届きましたら、必ず内容をご確認くだ
さい。
　※氏名に、小さい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」や「ジ・ヂ」「ズ・ヅ」が含まれている人は特にご注意いただき、
　　正しいフリガナで届け出をお願いします。

【届け出】
　正しい場合は届け出は不要です
　　通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届け出の必要はありません。令和８年５月26
　日以降順次、戸籍に記載されます。
　●早期に、戸籍への記載を希望する人は届け出を行ってください。
　誤っている場合は届け出が必要です
　　通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和８年5月25日までに正しいフリガナ
　の届け出をしてください。
　　窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインで手続きできます。郵送の場合は、市ホー
　ムページから届書をダウンロードしてご利用ください。
　　マイナポータルを利用する場合は、利用者証明用電子証明書（数字４桁の暗証番号）および署名用
　電子証明書（英数字６～16桁の暗証番号）が格納されたマイナンバーカードが必要です。操作方法
　などは、市ホームページをご覧ください。

【届け出できる人】
　　氏と名のフリガナで、それぞれ届け出できる人が異なります。
　氏のフリガナ
　原則、戸籍の筆頭者
　●筆頭者が死亡などで除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は同籍する子が届出人となります。
　名のフリガナ
　成年（18歳以上）…本人
　15歳～17歳…本人または法定代理人
　15歳未満…法定代理人

　詐欺にご注意ください
　　フリガナの届け出に手数料はかかりません。
　また、届け出しなくても罰則はありません。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

　失業や所得の減少などにより国民年金保険料を納めることができない場合は、免除や納付猶予制度を
利用できます。
　
条　　件　 本人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下の場合は、本人の申請により、保険料の全額

または一部の納付が免除されます。※一部免除が承認された場合、残りの保険料が未納
になっていると、その間の一部免除は無効（未納と同じ）になります。

　　　　　 50歳未満の人は、本人と配偶者の所得が基準額以下であれば、申請により、保険料の
納付が猶予されます。

申請期間　　納付期限から２年を経過していない期間
審査結果　　日本年金機構からおおむね２～３か月後に送付

　■年金受取額を増やすために「追納制度」があります。保険料の免除・納付猶予の承認を受けた場
　　合、全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。年金額を増やすには、免除
　　や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。10年以内であれば、申し込みによって
　　追納できます。
　■産前産後の一定期間について、国民年金保険料が免除される制度があります。国民年金第1号被保険
　　者の人が対象で、出産予定日の６か月前から申請できます。

　問倉敷西年金事務所 ☎086－523－6395（音声案内②→②）
　問市民課  ☎44－9042　　
　問金光総合支所 ☎42－7300
　問寄島総合支所 ☎54－5111

国民年金保険料には免除・猶予制度があります

詳しくはこちらへ
日本年金機構ホームページ

市ホームページ

　問市民課  ☎44－9042　　
　問金光総合支所 ☎42－7300
　問寄島総合支所 ☎54－5111
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問税務課　☎44－9040

固定資産税の調査にご協力を
　固定資産税は、毎年１月１日に、市内に土地、家屋、償却資産を所有
している人が納める税金です。
　適正な課税のため、必要な調査・届出にご協力ください。

みんなで取り組む ごみ 減量！　vol.29

令和７年５月  　543.54ｔ
前年同月  　551.18ｔ

■市内で出た燃えるごみの量

問環境課　☎44－9043

　ごみを減らすためには、リデュース（発生を
抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再資
源化）の３Rを意識することが大切です。

　市内の全保育所・こども園が参加する就職フェアを開
催します。
　新規学卒者はもちろん、ブランクのある人や未経験の
人も大歓迎！園の職員と直接話せる機会ですので、ぜひ
気軽にご参加ください。　
日　時　８月２日（土） 13時30分～15時30分
場　所　健康福祉センター３階　シリウス
対　象　【保育士・保育教諭・看護師・預かり保育士】
　　　　　資格・免許を持つ人・取得見込みの人
　　　　【調理員・保育補助者】
　　　　　資格不問
申込み　不要
●市内の私立保育所などに就職する保育
　士などを対象に就職支援金を支給して
　います。詳しくは市ホームページをご
　覧ください。

保育士等就職フェア

問保育未来課（中央公民館内）　☎44－7011

問環境課　☎44－9043問環境課　☎44－9043

12月15日からスプレー缶の
回収方法が変わります
　スプレー缶が原因と考えられるパッカー車の火災が相
次いだため、スプレー缶の回収方法を変更します。　
　12月15日（月）からは、本庁および各総合支所、リサ
イクルセンターの資源物ストックヤードへ直接お持ち込
みください。直接搬入できない場合は、従来の方法でご
みステーションへ出すことも可能ですが、もえないごみ
収集袋に、スプレー缶が入っていることが分かるように
張り紙をしてください。
　火災防止のため、ご理解とご協力を
よろしくお願いします。
　詳しくは、12月号でお知らせします。

市ホームページ

12月15日から
プラスチック製品の
分別収集を始めます
　井笠広域里庄清掃工場（新ごみ焼却施設）の
試運転の開始に伴い、新たにプラスチック製品
の分別収集および再商品化を始めます。　
　12月15日（月）からは、プラマークがなく
ても、プラスチックのみでできた
製品は分別収集の対象となります。
　詳しくは、12月号でお知らせ
します。

《新築・増築の家屋調査》
　令和７年中に新築・増築をした家屋（住宅・店
舗・共同住宅・工場・倉庫など）は、令和８年度か
ら固定資産税の対象となります。
　調査の対象となる所有者には、家屋調査の依頼を
順次させていただきます。
　新築工事・増築工事が終了した人で、早めの調査
を希望する場合はご連絡ください。
※職員は家屋調査の際、固定資産評価補助員証を携
　帯しています。不審に感じた際は遠慮なく提示を
　求めてください。

《土地や家屋に変更があった場合はご連絡を》
土地
１月２日以降に土地の利用状況を変更したとき
（例：宅地を畑に変更した）
家屋
●１月２日以降に家屋の全部または一部を取り壊し
　たとき
●未登記家屋の所有者などの変更があったとき
※連絡がない場合、変更前のまま令和８年度も課税
　されることがあります。

市ホームページ
市ホームページ

問秘書政策課　☎44－9037

ご利用ください「声の広報」
　市ホームページでは、
広報あさくちを音声で聞
くことができます。　
　これは、目の不自由な
人にも広報紙の情報が届
くように、ボランティア
団体「浅口はるか会」に

よって音訳された“聞く広報紙”です。
　項目を選んで聞くことができ
ますので、ぜひご利用ください。

市ホームページ
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市
長
定
例
記
者
会
見
の
概
要

　
令
和
７
年
度
６
月
補
正
予
算
（
案
）

な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
。

《
天
草
駐
車
場
舗
装
整
備
事
業
》

　
天
草
駐
車
場
は
、
臨
時
駐
車
場
や
職

員
駐
車
場
と
し
て
多
く
の
市
民
に
利
用

さ
れ
て
お
り
、
駐
車
に
あ
た
っ
て
は
飛

び
石
に
注
意
を
要
し
、
ま
た
砂
埃
が
舞

う
な
ど
の
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
８
月
に
は
、
市
の
新
た
な
子

育
て
支
援
拠
点
と
な
る
健
康
福
祉
セ

ン
タ
ー
低
層
棟
の
利
用
が
始
ま
り
、
ベ

ビ
ー
カ
ー
を
利
用
し
た
子
育
て
世
代
の

来
庁
者
が
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

た
め
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
駐

車
場
を
整
備
し
ま
す
。

《
寄
島
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
等

　
駐
車
場
舗
装
整
備
事
業
》

　
寄
島
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
お
よ
び

寄
島
運
動
場
は
、
一
部
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

舗
装
さ
れ
た
駐
車
場
を
確
保
し
て
い
る

も
の
の
、
大
規
模
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ

た
場
合
な
ど
は
路
面
が
土
の
駐
車
ス

ペ
ー
ス
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
４
月
よ
り
義
務
教
育
学
校
寄

島
学
園
が
開
校
し
ま
し
た
が
、
校
地
内

の
駐
車
場
が
狭
く
、
来
校
者
や
一
部

教
職
員
は
校
外
の
路
面
が
土
の
駐
車

ス
ペ
ー
ス
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

施
設
周
辺
は
干
拓
地
跡
の
た
め
風

が
強
く
、
土
の
路
面
で
は
晴
れ
の
日

は
砂
埃
が
舞
い
、
雨
の
日
は
ぬ
か
る

み
に
よ
り
衣
服
や
車
が
汚
れ
る
な
ど
、

利
用
者
は
不
便
を
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
土
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
駐
車

場
を
整
備
し
ま
す
。

《
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
窓
口
用

　
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
導
入
事
業
》

　

高
齢
者
な
ど
、
耳
の
聞
こ
え
に
く

い
方
と
の
窓
口
対
応
を
ス
ム
ー
ズ
に

行
う
た
め
、
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
窓

口
に
軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
を
２
台
導

入
し
ま
す
。

　

軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
は
、
音
漏
れ

が
少
な
く
、
大
き
い
声
で
の
会
話
が

不
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
に
も
つ
な
が
り
、
聞
こ
え

づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
方
が
安
心
し

て
相
談
で
き
る
環
境
整
備
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

《
定
額
減
税
補
足
給
付
金
事
業
》

　

所
得
税
お
よ
び
個
人
住
民
税
で
実

施
さ
れ
た
定
額
減
税
の
恩
恵
を
十
分

に
受
け
ら
れ
な
い
方
へ
の
支
援
と
し

て
、
令
和
６
年
度
に
実
施
し
た
定
額

減
税
補
足
給
付
金
（
当
初
調
整
給
付
）

は
、
令
和
５
年
分
の
所
得
や
扶
養
状

況
に
よ
り
推
計
し
た
所
得
税
額
な
ど

を
用
い
て
算
定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
令
和
６
年
分
の
所
得

税
額
が
確
定
後
、
当
初
調
整
給
付
額

に
不
足
が
生
じ
る
対
象
者
な
ど
に
給

付
を
行
い
ま
す
。
８
月
中
旬
に
対
象

者
に
給
付
の
案
内
を
通
知
し
、
９
月
上

旬
か
ら
初
回
の
給
付
が
で
き
る
よ
う

準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

《
あ
さ
く
ち
花
火
大
会
》

　

第
１
回
実
行
委
員
会
に
お
い
て
今

年
度
の
開
催
日
は
11
月
１
日（
土
）
に

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

昨
今
の
気
温
の
上
昇
に
よ
り
来
場

者
が
熱
中
症
と
見
ら
れ
る
症
状
で
救

急
搬
送
さ
れ
る
事
案
が
発
生
し
て
い

る
こ
と
、
ま
た
８
月
は
台
風
の
襲

来
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、
落
雷
な
ど
が
懸

念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
健
康
や
天
候

の
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
こ
と
で
来
場

者
に
よ
り
良
い
環
境
で
花
火
大
会
を

楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
、
実
行
委
員

会
で
決
定
し
ま
し
た
。

《
市
ド
ロ
ー
ン
フ
ェ
ス
》

　

ド
ロ
ー
ン
に
触
れ
、
ド
ロ
ー
ン
に

興
味
を
持
っ
て
積
極
的
に
関
わ
る
人

材
の
育
成
や
、
子
ど
も
た
ち
が
先
端

技
術
に
触
れ
る
機
会
の
創
出
を
目
的

と
し
て
、
本
年
度
も
、
ジ
ャ
パ
ン
ド

ロ
ー
ン
リ
ー
グ
２
０
２
５（
Ｒ
Ｏ
Ｕ
Ｎ

Ｄ
５
）の
開
催
に
合
わ
せ
て
、８
月
23

日（
土
）、
24
日（
日
）
の
予
定
で
、
ふ

る
さ
と
か
も
が
た
プ
ラ
ザ
に
て
市
ド

ロ
ー
ン
フ
ェ
ス
を
開
催
し
ま
す
。

　

市
長
定
例
記
者

会
見
の
動
画
や
資

料
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。

問�

秘
書
政
策
課��

☎
４
４

－

９
０
３
７

令
和
７
年
度

６
月
補
正
予
算（
案
）

そ
の
他
各
種
事
業



あさくち広
報

問税務課　☎44－9040

固定資産税の調査にご協力を
　固定資産税は、毎年１月１日に、市内に土地、家屋、償却資産を所有
している人が納める税金です。
　適正な課税のため、必要な調査・届出にご協力ください。

みんなで取り組む ごみ 減量！　vol.29

令和７年５月  　543.54ｔ
前年同月  　551.18ｔ

■市内で出た燃えるごみの量

問環境課　☎44－9043

　ごみを減らすためには、リデュース（発生を
抑制）、リユース（再利用）、リサイクル（再資
源化）の３Rを意識することが大切です。

　市内の全保育所・こども園が参加する就職フェアを開
催します。
　新規学卒者はもちろん、ブランクのある人や未経験の
人も大歓迎！園の職員と直接話せる機会ですので、ぜひ
気軽にご参加ください。　
日　時　８月２日（土） 13時30分～15時30分
場　所　健康福祉センター３階　シリウス
対　象　【保育士・保育教諭・看護師・預かり保育士】
　　　　　資格・免許を持つ人・取得見込みの人
　　　　【調理員・保育補助者】
　　　　　資格不問
申込み　不要
●市内の私立保育所などに就職する保育
　士などを対象に就職支援金を支給して
　います。詳しくは市ホームページをご
　覧ください。

保育士等就職フェア

問保育未来課（中央公民館内）　☎44－7011

問環境課　☎44－9043問環境課　☎44－9043

12月15日からスプレー缶の
回収方法が変わります
　スプレー缶が原因と考えられるパッカー車の火災が相
次いだため、スプレー缶の回収方法を変更します。　
　12月15日（月）からは、本庁および各総合支所、リサ
イクルセンターの資源物ストックヤードへ直接お持ち込
みください。直接搬入できない場合は、従来の方法でご
みステーションへ出すことも可能ですが、もえないごみ
収集袋に、スプレー缶が入っていることが分かるように
張り紙をしてください。
　火災防止のため、ご理解とご協力を
よろしくお願いします。
　詳しくは、12月号でお知らせします。

市ホームページ

12月15日から
プラスチック製品の
分別収集を始めます
　井笠広域里庄清掃工場（新ごみ焼却施設）の
試運転の開始に伴い、新たにプラスチック製品
の分別収集および再商品化を始めます。　
　12月15日（月）からは、プラマークがなく
ても、プラスチックのみでできた
製品は分別収集の対象となります。
　詳しくは、12月号でお知らせ
します。

《新築・増築の家屋調査》
　令和７年中に新築・増築をした家屋（住宅・店
舗・共同住宅・工場・倉庫など）は、令和８年度か
ら固定資産税の対象となります。
　調査の対象となる所有者には、家屋調査の依頼を
順次させていただきます。
　新築工事・増築工事が終了した人で、早めの調査
を希望する場合はご連絡ください。
※職員は家屋調査の際、固定資産評価補助員証を携
　帯しています。不審に感じた際は遠慮なく提示を
　求めてください。

《土地や家屋に変更があった場合はご連絡を》
土地
１月２日以降に土地の利用状況を変更したとき
（例：宅地を畑に変更した）
家屋
●１月２日以降に家屋の全部または一部を取り壊し
　たとき
●未登記家屋の所有者などの変更があったとき
※連絡がない場合、変更前のまま令和８年度も課税
　されることがあります。

市ホームページ
市ホームページ

問秘書政策課　☎44－9037

ご利用ください「声の広報」
　市ホームページでは、
広報あさくちを音声で聞
くことができます。　
　これは、目の不自由な
人にも広報紙の情報が届
くように、ボランティア
団体「浅口はるか会」に

よって音訳された“聞く広報紙”です。
　項目を選んで聞くことができ
ますので、ぜひご利用ください。

市ホームページ
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あさくち広
報

B&G海洋センタープール開館中

市ホームページ

　いつもは天文研究者しか使用できない国内最大級
の望遠鏡で、夏の星など、この時期見頃の天体を観
測できます。
日にち　８月２日（土）
時　間　１組目　19時30分～21時
　　　　２組目　20時30分～22時
　　　　※所要時間は約１時間30分です。
集合場所　岡山天文博物館
対　象　小学生以上
　　　 （中学生以下は保護者同伴）
定　員　各回20人（先着順）
参加費　3,500円
申込み　電子申請または
　　　　問い合わせ先へ

国立天文台188㎝反射望遠鏡観望会

問産業振興課　☎44－9035
問岡山天文博物館　☎44－2465

市ホームページ

市ホームページ

「夏の観望会」
　夏の星空を双眼鏡や望遠鏡を使って楽しみながら
観察してみませんか。
日　時　８月９日（土）19時30分～22時
場　所　岡山天文博物館
対　象　小学生以上（18歳未満は保護者同伴）
定　員　30人（先着順）
参加費　入館料
申込み　７月19日（土）から問い合わせ先へ
●寝転んで観察するための道具（レジャーシート、
　エアーマットなど）があると便利です。
●虫よけ対策や防寒対策をお願いします。
●悪天候時は、ペルセウス座流星群や夏の星空の見
　どころを解説します。

問保育未来課（中央公民館内）☎44－7011

問鴨方 B＆G 海洋センター　☎44－7005　　問寄島 B＆G 海洋センター　☎54－4841

親子の遊び場  ひんやりルーム
　涼しい室内で、子どもと保護者が交流できる場所
として、天草公園体育館のミーティングルームとア
リーナ（一部）を無料開放します。予約は不要です。
期　間　７月31日（木）までの火曜日～金曜日
　　　　※７月18日（金）・22日（火）は除く
時　間　９時～17時
対　象　おおむね小学３年生までの子どもと保護者
利用案内
●子どもだけの利用はできません。
●施設に遊び道具はありません。持参する場合は、
　他の利用者の迷惑にならないよう配慮してくださ
　い。
●アリーナは滑りやすいため、
　室内用シューズをお持ちくだ
　さい。
●発熱や風邪症状のある人は利用
　を控えてください。

　年々厳しい暑さが続いています。ちょっとし
た涼み処としてご利用ください。
対象施設　
【金光地域】金光総合支所、金光公民館、
　　　　　　金光さつき図書館
【鴨方地域】浅口市役所、健康福祉センター、
　　　　　　中央公民館、鴨方図書館
【寄島地域】寄島総合支所、寄島図書館
利用上の注意
　各施設の開館時間内でも、臨時休館や状況に
より利用できない場合があります。

　プラネタリウムの星空の下、ピアノの音色をお届
けします。
日　時　７月19日（土）　16時30分～18時
場　所　岡山天文博物館
出演者　石井里歩さん（昭和音楽大学ピアノ演奏家
     　　コース４年に特待生として在学中。第14回東
　　　　京ピアノコンクール大学部門で審査員特別賞
　　　　受賞。第19回“I am a SOLOIST”にて岡山
　　　　フィルハーモニック管弦楽団と共演。）
定　員　36人（先着順）
参加費　1,500円（入館料込）
申込み　7月18日（金）までに電子
　　　　申請または問い合わせ先へ

プラネタリウムライブ

問産業振興課　☎44－9035

問岡山天文博物館　☎44－2465

日　時　７月12日（土）、24日（木）
　　　　９時30分～10時30分
場　所　岡山天文博物館
対　象　幼児と保護者
内　容　プラネタリウム「ノーマン･ザ・スノーマン
　　　　～北の国のオーロラ～」
　　　　と、にじの会による
　　　　「楽しいおはなし会」
定　員　30人
参加費　入館料と観覧料
　　　　（幼児は無料）
●投映中の出入りは自由。

ちびっこぷらねたりうむ

問岡山天文博物館　☎44－2465

望遠鏡をつくろう！
　オリジナルの望遠鏡を作って、その望遠鏡で夜空
を観測します。
日　時　７月26日（土） 18時～20時30分
場　所　岡山天文博物館
対　象　小学生以上の親子８組（先着順）
参加費　入館料
●望遠鏡キット（2,310円）はミュージアムショップ
　で各自、購入をお願いします。
申込み　７月5日（土）から問い合わせ先へ

問岡山天文博物館　☎44－2465

君も望遠鏡博士になろう！
～188㎝＆せいめい望遠鏡見学ツアー～
　岡山天文博物館の隣にある「188㎝望遠鏡」と
「せいめい望遠鏡」のしくみや歴史をご紹介しま
す。大きな望遠鏡を目の前で見てみませんか？

日　時　11時30分～12時15分
場　所　岡山天文博物館
定　員　各日10人（先着順）
申込み　問い合わせ先へ
●別途入館料が必要です。
●望遠鏡の点検などにより、見学日時の変更および
　中止になる場合があります。
●空きがある場合は当日受け付けを行います。

熱中症の予防に、市公共施設で涼みませんか？

マナーを
守って利用
しましょう

※消毒・換気のため、上記の時間①の後、全員に退館して
　いただきます。
　時間②から再入館する場合は、再度、利用料が必要です。
●月曜・祝日は休館です。
●学校などの授業により、利用できない日時が.
　あります。
●最終入館は各回の閉館
　30分前です。

～あさくち涼み処～

施設
鴨方
寄島

期　間
9月30日(火)まで
9月14日(日)まで

時　　間
①9時～16時　②17時～19時30分※
13時～18時　　　　　　　　　　　  

利用料

188㎝望遠鏡
せいめい望遠鏡

日　程
７月26日（土）
７月20日（日）

参加費
100円
200円

中学生以下50円
高校生以上100円

10　　　　　　　令和７年７月号

あさくち情報ワイド
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B&G海洋センタープール開館中

市ホームページ

　いつもは天文研究者しか使用できない国内最大級
の望遠鏡で、夏の星など、この時期見頃の天体を観
測できます。
日にち　８月２日（土）
時　間　１組目　19時30分～21時
　　　　２組目　20時30分～22時
　　　　※所要時間は約１時間30分です。
集合場所　岡山天文博物館
対　象　小学生以上
　　　 （中学生以下は保護者同伴）
定　員　各回20人（先着順）
参加費　3,500円
申込み　電子申請または
　　　　問い合わせ先へ

国立天文台188㎝反射望遠鏡観望会

問産業振興課　☎44－9035
問岡山天文博物館　☎44－2465

市ホームページ

市ホームページ

「夏の観望会」
　夏の星空を双眼鏡や望遠鏡を使って楽しみながら
観察してみませんか。
日　時　８月９日（土）19時30分～22時
場　所　岡山天文博物館
対　象　小学生以上（18歳未満は保護者同伴）
定　員　30人（先着順）
参加費　入館料
申込み　７月19日（土）から問い合わせ先へ
●寝転んで観察するための道具（レジャーシート、
　エアーマットなど）があると便利です。
●虫よけ対策や防寒対策をお願いします。
●悪天候時は、ペルセウス座流星群や夏の星空の見
　どころを解説します。

問保育未来課（中央公民館内）☎44－7011

問鴨方 B＆G 海洋センター　☎44－7005　　問寄島 B＆G 海洋センター　☎54－4841

親子の遊び場  ひんやりルーム
　涼しい室内で、子どもと保護者が交流できる場所
として、天草公園体育館のミーティングルームとア
リーナ（一部）を無料開放します。予約は不要です。
期　間　７月31日（木）までの火曜日～金曜日
　　　　※７月18日（金）・22日（火）は除く
時　間　９時～17時
対　象　おおむね小学３年生までの子どもと保護者
利用案内
●子どもだけの利用はできません。
●施設に遊び道具はありません。持参する場合は、
　他の利用者の迷惑にならないよう配慮してくださ
　い。
●アリーナは滑りやすいため、
　室内用シューズをお持ちくだ
　さい。
●発熱や風邪症状のある人は利用
　を控えてください。

　年々厳しい暑さが続いています。ちょっとし
た涼み処としてご利用ください。
対象施設　
【金光地域】金光総合支所、金光公民館、
　　　　　　金光さつき図書館
【鴨方地域】浅口市役所、健康福祉センター、
　　　　　　中央公民館、鴨方図書館
【寄島地域】寄島総合支所、寄島図書館
利用上の注意
　各施設の開館時間内でも、臨時休館や状況に
より利用できない場合があります。

　プラネタリウムの星空の下、ピアノの音色をお届
けします。
日　時　７月19日（土）　16時30分～18時
場　所　岡山天文博物館
出演者　石井里歩さん（昭和音楽大学ピアノ演奏家
     　　コース４年に特待生として在学中。第14回東
　　　　京ピアノコンクール大学部門で審査員特別賞
　　　　受賞。第19回“I am a SOLOIST”にて岡山
　　　　フィルハーモニック管弦楽団と共演。）
定　員　36人（先着順）
参加費　1,500円（入館料込）
申込み　7月18日（金）までに電子
　　　　申請または問い合わせ先へ

プラネタリウムライブ

問産業振興課　☎44－9035

問岡山天文博物館　☎44－2465

日　時　７月12日（土）、24日（木）
　　　　９時30分～10時30分
場　所　岡山天文博物館
対　象　幼児と保護者
内　容　プラネタリウム「ノーマン･ザ・スノーマン
　　　　～北の国のオーロラ～」
　　　　と、にじの会による
　　　　「楽しいおはなし会」
定　員　30人
参加費　入館料と観覧料
　　　　（幼児は無料）
●投映中の出入りは自由。

ちびっこぷらねたりうむ

問岡山天文博物館　☎44－2465

望遠鏡をつくろう！
　オリジナルの望遠鏡を作って、その望遠鏡で夜空
を観測します。
日　時　７月26日（土） 18時～20時30分
場　所　岡山天文博物館
対　象　小学生以上の親子８組（先着順）
参加費　入館料
●望遠鏡キット（2,310円）はミュージアムショップ
　で各自、購入をお願いします。
申込み　７月5日（土）から問い合わせ先へ

問岡山天文博物館　☎44－2465

君も望遠鏡博士になろう！
～188㎝＆せいめい望遠鏡見学ツアー～
　岡山天文博物館の隣にある「188㎝望遠鏡」と
「せいめい望遠鏡」のしくみや歴史をご紹介しま
す。大きな望遠鏡を目の前で見てみませんか？

日　時　11時30分～12時15分
場　所　岡山天文博物館
定　員　各日10人（先着順）
申込み　問い合わせ先へ
●別途入館料が必要です。
●望遠鏡の点検などにより、見学日時の変更および
　中止になる場合があります。
●空きがある場合は当日受け付けを行います。

熱中症の予防に、市公共施設で涼みませんか？

マナーを
守って利用
しましょう

※消毒・換気のため、上記の時間①の後、全員に退館して
　いただきます。
　時間②から再入館する場合は、再度、利用料が必要です。
●月曜・祝日は休館です。
●学校などの授業により、利用できない日時が.
　あります。
●最終入館は各回の閉館
　30分前です。

～あさくち涼み処～

施設
鴨方
寄島

期　間
9月30日(火)まで
9月14日(日)まで

時　　間
①9時～16時　②17時～19時30分※
13時～18時　　　　　　　　　　　  

利用料

188㎝望遠鏡
せいめい望遠鏡

日　程
７月26日（土）
７月20日（日）

参加費
100円
200円

中学生以下50円
高校生以上100円
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～働く保護者を支援します～
　病児保育の広域相互利用
　子どもが病気やケガで登園・登校できないとき、病院などの専用の保育施設で
一時的に保育を行います。本市は県内25の市町村と協定を結んでおり、居住地域
に関わらず病児保育施設を利用できます。

詐欺電話などを防止する電話機購入の補助金
　頻発する高齢者をターゲットにした特殊詐欺の被害を防ぐため、詐欺電話・迷惑電話などを防止する機能が
付いた電話機の購入を補助しています。必ず購入前に申請してください。

対　　象　市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住する65歳以上の人
　　　　　※独居に限りません。65歳未満の人と同居していても対象です。
　　　　　※本人および同一世帯に属する人が市税を滞納していないことが条件です。

対象機器　次のいずれかに該当するもの
　　　　　●未登録の電話番号からの着信に対し、注意を促す機能を持つもの
　　　　　●通話内容を自動的に録音し、相手にその旨を伝える機能を持つもの
　　　　　●被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動で切断する機能を
　　　　　　持つもの

補助金額　購入費用の２分の１（上限5,000円）

申請方法　申請書を問い合わせ先へ提出

※予算額に達し次第、受け付けを終了します。

　問産業振興課　☎44－9035

人間ドック補助金制度
　健康維持・増進のため人間ドック健診料金の一部を助成します。
対　　象　次のすべてに当てはまる人
　　　　　●受診日において市国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の人
　　　　　 （令和８年３月31日までに40歳になる人も含む）
　　　　　●全額自己負担で人間ドックを受け、8,400円以上の費用負担をした人
　　　　　●令和７年度に、市が実施する特定健診を受けていない人
　　　　　●申請日において納付すべき市税の滞納がない世帯の人
　　　　　●特定健診のすべての検査内容の結果を提供できる人
補助金額　7,100円（受診者1人につき1回）
申請締切　令和８年４月20日（月）まで
申請方法　以下の申請に必要なものを用意して、問い合わせ先へ提出
申請に必要なもの　①国民健康保険人間ドック費用補助金交付申請書
　　　　　　　　　②国民健康保険の資格が確認できるもの（マイナ保険証・資格確認書など）
　　　　　　　　　③受診者名義の振込先口座が分かるもの（通帳など）
　　　　　　　　　④受診結果が確認できる書類（令和７年４月１日～令和８年３月31日の間に受診したもの）
　　　　　　　　　⑤領収書
　　　　　　　　　⑥人間ドック補助金制度質問票
　　　　　　　　　※振込先の口座が受診者でない場合は、委任状（印鑑）が必要になります。
　　　　　　　　　※①⑥は窓口でも記入できます。
【備考】
・提供された受診結果は、特定健診および特定保健指導データとして活用します。（秘密は守られます）
・申請後、人間ドック費用補助金決定通知書が送付され、申請のあった口座に補助金が振り込まれます。

　問健康こども福祉課（健康福祉センター内）　☎44－7114 問保育未来課（中央公民館内）　☎44－7011

利用できる近隣の施設　※他施設については、県ホームページからご確認ください。

利用方法　各施設に電話で予約（登録申込・利用申込が必要）
※現在、市内に病児保育を実施する施設はありません。

県ホームページ

施設名 玉島病院病児保育室 笠岡第一病院病児保育室
すこやかキッズルーム

住 所
電 話 番 号
利 用 料

食 費

時 間

対　象　者

倉敷市玉島乙島4030
086－522－4141
2,000／日

500円

８時30分～17時30分
※日・祝・診療休診日は除く

笠岡市横島1945
0865－67－0211
2,050円／日
昼食代400円（希望者のみ）
おやつ代100円（希望者のみ）
８時30分～17時30分
※日・祝・診療休診日は除く

小学校６年生まで

市ホームページ

市ホームページ

コピーさせて
いただきます

～ポイントを貯めて、健康と特典を手に入れよう！～

あさくち健康ポイント
対象者　20歳以上の市民（令和８年３月31日時点）で、次の①または②を満たす人
①（特定）健康診査・人間ドック・血液検査をした人　②各種がん検診を受けた人

けんしん受診、食事や運動などの健康づくりに取り組んで
ポイントをためると、特典に応募できます。

問健康こども福祉課（健康福祉センター内）☎44－7114

健康ポイントカードを受け取る
期間：11月28日（金）まで　　場所：健康こども福祉課・各総合支所

200ポイント集めて申請する
期間：令和８年２月２日（月）～令和８年２月16日（月）
場所：健康こども福祉課
申請に必要なもの：申請書・健康ポイントカード・
　　　　　　　　　けんしん受診が分かるもの

商品券を受け取る

期間：令和８年３月２日（月）　
　　～令和８年３月16日（月）
場所：健康こども福祉課
　　　

●申請書は健康こども福祉課に設置しています。
●200ポイント集めて申請した人には後日引換券を送ります。

浅口商工会共通商品券
STEP
3

STEP
１

STEP
2 2,000円分
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～働く保護者を支援します～
　病児保育の広域相互利用
　子どもが病気やケガで登園・登校できないとき、病院などの専用の保育施設で
一時的に保育を行います。本市は県内25の市町村と協定を結んでおり、居住地域
に関わらず病児保育施設を利用できます。

詐欺電話などを防止する電話機購入の補助金
　頻発する高齢者をターゲットにした特殊詐欺の被害を防ぐため、詐欺電話・迷惑電話などを防止する機能が
付いた電話機の購入を補助しています。必ず購入前に申請してください。

対　　象　市内に住所を有し、かつ、現に市内に居住する65歳以上の人
　　　　　※独居に限りません。65歳未満の人と同居していても対象です。
　　　　　※本人および同一世帯に属する人が市税を滞納していないことが条件です。

対象機器　次のいずれかに該当するもの
　　　　　●未登録の電話番号からの着信に対し、注意を促す機能を持つもの
　　　　　●通話内容を自動的に録音し、相手にその旨を伝える機能を持つもの
　　　　　●被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動で切断する機能を
　　　　　　持つもの

補助金額　購入費用の２分の１（上限5,000円）

申請方法　申請書を問い合わせ先へ提出

※予算額に達し次第、受け付けを終了します。

　問産業振興課　☎44－9035

人間ドック補助金制度
　健康維持・増進のため人間ドック健診料金の一部を助成します。
対　　象　次のすべてに当てはまる人
　　　　　●受診日において市国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の人
　　　　　 （令和８年３月31日までに40歳になる人も含む）
　　　　　●全額自己負担で人間ドックを受け、8,400円以上の費用負担をした人
　　　　　●令和７年度に、市が実施する特定健診を受けていない人
　　　　　●申請日において納付すべき市税の滞納がない世帯の人
　　　　　●特定健診のすべての検査内容の結果を提供できる人
補助金額　7,100円（受診者1人につき1回）
申請締切　令和８年４月20日（月）まで
申請方法　以下の申請に必要なものを用意して、問い合わせ先へ提出
申請に必要なもの　①国民健康保険人間ドック費用補助金交付申請書
　　　　　　　　　②国民健康保険の資格が確認できるもの（マイナ保険証・資格確認書など）
　　　　　　　　　③受診者名義の振込先口座が分かるもの（通帳など）
　　　　　　　　　④受診結果が確認できる書類（令和７年４月１日～令和８年３月31日の間に受診したもの）
　　　　　　　　　⑤領収書
　　　　　　　　　⑥人間ドック補助金制度質問票
　　　　　　　　　※振込先の口座が受診者でない場合は、委任状（印鑑）が必要になります。
　　　　　　　　　※①⑥は窓口でも記入できます。
【備考】
・提供された受診結果は、特定健診および特定保健指導データとして活用します。（秘密は守られます）
・申請後、人間ドック費用補助金決定通知書が送付され、申請のあった口座に補助金が振り込まれます。

　問健康こども福祉課（健康福祉センター内）　☎44－7114 問保育未来課（中央公民館内）　☎44－7011

利用できる近隣の施設　※他施設については、県ホームページからご確認ください。

利用方法　各施設に電話で予約（登録申込・利用申込が必要）
※現在、市内に病児保育を実施する施設はありません。

県ホームページ

施設名 玉島病院病児保育室 笠岡第一病院病児保育室
すこやかキッズルーム

住 所
電 話 番 号
利 用 料

食 費

時 間

対　象　者

倉敷市玉島乙島4030
086－522－4141
2,000／日

500円

８時30分～17時30分
※日・祝・診療休診日は除く

笠岡市横島1945
0865－67－0211
2,050円／日
昼食代400円（希望者のみ）
おやつ代100円（希望者のみ）
８時30分～17時30分
※日・祝・診療休診日は除く

小学校６年生まで

市ホームページ

市ホームページ

コピーさせて
いただきます

～ポイントを貯めて、健康と特典を手に入れよう！～

あさくち健康ポイント
対象者　20歳以上の市民（令和８年３月31日時点）で、次の①または②を満たす人
①（特定）健康診査・人間ドック・血液検査をした人　②各種がん検診を受けた人

けんしん受診、食事や運動などの健康づくりに取り組んで
ポイントをためると、特典に応募できます。

問健康こども福祉課（健康福祉センター内）☎44－7114

健康ポイントカードを受け取る
期間：11月28日（金）まで　　場所：健康こども福祉課・各総合支所

200ポイント集めて申請する
期間：令和８年２月２日（月）～令和８年２月16日（月）
場所：健康こども福祉課
申請に必要なもの：申請書・健康ポイントカード・
　　　　　　　　　けんしん受診が分かるもの

商品券を受け取る

期間：令和８年３月２日（月）　
　　～令和８年３月16日（月）
場所：健康こども福祉課
　　　

●申請書は健康こども福祉課に設置しています。
●200ポイント集めて申請した人には後日引換券を送ります。

浅口商工会共通商品券
STEP
3

STEP
１

STEP
2 2,000円分
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あさくち情報ワイド

介護保険施設入所　居住費・食費が軽減されます
　介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）へ入所また
は短期入所サービスを利用時に、一定の低所得要件を満たしている人は、食費と居
住費の負担が軽減されます。軽減を受けるためには、市への申請により介護保険負
担限度額認定証（以下「認定証」）の交付を受け、施設へ提示してください。
認定証の有効期限　申請月の１日～７月31日
　　　　　　　　（更新申請の場合は、８月１日～翌年７月31日）
対象者　次のすべてを満たす人
　　　　①本人および世帯全員（別世帯の配偶者などを含む）が住民税非課税であること
　　　　②預貯金、有価証券などの資産が一定額以下であること
居住費・食費の自己負担限度額（１日当たり）

（　　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【　　】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
65歳未満の人の「預貯金などの条件」は、利用者負担段階に関わらず、単身：1,000万円以下、夫婦：2,000万円以下とな
ります。
※1　預貯金などに含まれるもの…資産性があり、換金性が高く価格評価が容易なもの。（有価証券や投資信託など）
※2　「世帯」には、別世帯の配偶者（事実婚を含む）も所得の判断材料となります。  
※3　「年金収入額」には、障害年金や遺族年金などの非課税年金も含まれます。
※4　令和7年8月からは、80.9万円に変更されます。
※5　「基準費用額」は目安です。実際の費用は施設ごとに異なります。
※6　令和7年8月からは、Ⅱ型介護医療院などの一部の多少室で室料が徴収されます。
 
既に認定証を持つ人には、６月下旬に更新の案内と申請書を送付しています
　８月以降も引き続き認定証が必要な人は８月29日（金）までに申請書を提出してください。
　審査後、結果を郵送します。早めに申請してください。
申請に必要なもの（新規・更新ともに）
●本人の介護保険被保険者証
●本人と配偶者の資産が一定額以下であることが分かる書類（預貯金通帳や有価証券などのコピー）
●来庁者の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など）
申請方法　申請書などを問い合わせ先へ提出

問高齢者支援課（健康福祉センター内）　☎44－7113

利用者
負担段階

対象者 居住費（滞在費）

食費
所得の状況 預貯金など（※1） 従来型

個室 多床室 ユニット型
個室

ユニット型
個室的
多床室

第 1段階

生活保護受給者 要件なし
550円

（380円） 0円 880円 550円 300円

税
課
非
税
民
住
が
員
全
帯
世
老齢福祉年金受給者

単身：1,000 万円以下

夫婦：2,000 万円以下

第 2段階

前年の合計所得金額
＋年金収入額（※ 3）
が 80 万円以下の人
（※4）

単身：  650 万円以下
550円

（480円） 430円 880円 550円
390円

夫婦：1,650 万円以下 【600円】

第 3段階①

前年の合計所得金額
＋年金収入額（※ 3）
が 80 万 円 超 120
万円以下の人（※4）

単身：  550 万円以下
1,370 円
（880円） 430円 1,370 円 1,370 円

650円

夫婦：1,550 万円以下 【1,000 円】

第 3段階②

第4段階（※5）
（基準費用額）

前年の合計所得金額

上記に該当しない人
（負担限度額認定　非該当）

＋年金収入額（※3）
が 120万円超の人

単身：  500 万円以下 1,370 円
（880円）

1,728円
（1,231円）

430円 1,370 円 1,370 円

437円（※6）
（915円）2,066円 1,728円

1,360 円

1,445円

夫婦：1,500 万円以下 【1,300 円】

（※

２
）

市ホームページ
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p h o t o g r a p hp h o t o g r a p hあさくちナイスショット！！

企業版ふるさと納税　ご寄附ありがとうございました
明治安田生命保険相互会社  ２千5百万円

　この寄附金は、「寄島中学校跡地利活用事業」としてファジアーノ岡山が整備するファジアーノ岡山スポーツパーク
寄島の維持・整備に活用させていただきます。

㈱ケイコーポレーション  1千万円

岡山理科大学と包括連携協定を締結

　5月23日、学校法人加計学園岡山理科大学と包括連
携協定を結びました。この協定により、教育・健康増進・観
光などあらゆる分野で双方が協力し合うことになりま
す。市長は「学生の力を借りて、一緒に持続可能な社会を
実現したい」と語りました。

空手の国際大会で優勝

　5月30日、薮井祐也さんが、4月に東京で開催された
「2025国際親善空手道選手権大会」で優勝したことを市
長に報告しました。薮井さんは「10年ぶりに国際大会で
優勝することができ、本当にうれしい」と喜びを語りまし
た。

叙勲・褒章おめでとうございます　

元浅口市消防団副団長
筒井  信弘さん

叙勲　瑞宝単光章

　筒井さんは、昭和61年に消防団に
入団され、38年間の長きにわたり、
消防活動に尽力されました。
 また、浅口市消防団副団長などを歴
任され、消防団の発展に寄与されまし
た。

元浅口市議会議員
永原  知康さん

叙勲　旭日双光章

　永原さんは、昭和62年から22年間
の長きにわたり、鴨方町議会・市議会
議員としてまい進されました。この
間、3町の合併調整や福祉施設の整
備、生活環境の向上など地域の発展へ
多大な功績を残されました。

元日本フードサービス協会副会長
惠谷  龍二さん

褒章　藍綬褒章

　惠谷さんは、市内をはじめ岡山・倉
敷・福山などで複数の飲食店を経営す
る㈱ケイコーポレーションの代表取締
役です。平成26年から5年間にわた
り、日本フードサービス協会副会長に
就任し、日本の食文化を守りながら新
たな価値を創出し、外食産業の発展な
どに寄与されました。
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日　
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７
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日
（
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時
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０
０
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）
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０
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金
光
陶
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同
好
会
展

期　
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７
月
12
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（
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～

　
　
　
　
　
　
13
日
（
日
）

　
　
　
　
10
時
～
16
時

場　
所　
金
光
公
民
館
３
階

　
　
　
　
研
修
室

問
金
光
分
室
（�

金
光
公
民
館
内
）

�

☎
４
２

－

２
８
４
５

金光町文化協会
金光町夏期囲碁大会
日　　時　８月３日（日）
　　　　　受付９時～９時30分
場　　所　金光公民館３階
　　　　　実習室・講義室
参 加 費　2,000円（協会費、食事代含む）
競技方法　�Ａ級・Ｂ級・Ｃ級の３クラス４回戦
申 込 み　当日受付のみ
●新規参加者を歓迎
●�賞品あり
　（各級１～６位敢闘賞、
　ラッキー賞）

問金光町囲碁愛好会（河手）　☎42－3265

令和７年度和牛入門講座 ＜無料＞
あなたの夢を応援します！おかやまで和牛を飼ってみませんか？

　
　和牛繁殖経営に必要な知識や技術を、基礎講義や牧場体験実習、家畜市場視察などを通して学べる講座
です。（全4回）
日　時　①開講式　第１回　８月16日（土）　10時～15時
　　　　②閉講式　第４回　令和８年１月16日（金）　10時～15時
場　所　①岡山県農林水産総合センター畜産研究所
　　　　　（久米郡美咲町）
　　　　②全農岡山県本部総合家畜市場（真庭市）
対　象　和牛の飼育に興味があり、将来岡山県で就農・
　　　　新規参入を希望している人
申込み　問い合わせ先へ
●�第２・３回は、９～12月を予定しています。
●�家畜伝染病の発生などにより、講座を中止または内容変更する場合があります。
　
問（一社）岡山県畜産協会　経営支援部経営対策班　☎086－222－8575　

市内の
イベント情報は
右記QRコードから 市ホームページ

『イベントカレンダー』
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仕事をお探しの皆さまへ
ハローワークはあなたの就職を全力でサポートします

お知らせします
情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況

　就職に関する悩みや困りごとはハローワークにご相談ください。
　ひとりひとりの仕事探しに応じたサポートを行います。
ハローワークでは…
●全国の求人情報が手軽に検索できます。
●あなたのための求人提案も可能です。
●ハローワークのご利用は無料です。
●国家資格などを持つ専門の職員がキャリアコンサルティングを行います。
●応募書類作成のアドバイスや面接対策を行います。
●スキルアップ希望者には職業訓練施設をご案内します。
●就職活動に役立つさまざまなセミナーを開催しています。

問ハローワーク笠岡（笠岡市笠岡5891）　☎0865－62－2147
問井原市ふるさとハローワーク（井原市七日市町10）　☎0866－65－1233

　市情報公開条例・個人情報保護法施行条例に基づき、令和６年度の情報公開制度と個人情報保護制度の運
用状況をお知らせします。
情報公開制度とは
　市が保有している情報（行政文書）を市民の皆さまなどからの請求により公開する制度です。

個人情報保護制度とは
　市が個人情報の取り扱いのルールをしっかりと守り、市民の皆さまのプライバシーが侵害されないように
するとともに、市民の皆さまが自分の個人情報の開示や訂正をする権利を定めた制度です。

問総務課　☎44－7000

ハローワーク
笠岡

実施機関別の請求などの件数と処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�（単位　件）

実施機関の区分 件数
処理状況

全部開示 部分開示 不開示 却下 取り下げうち不存在
市長 40 11 15 11 7 2 1
教育委員会 12 9 1 0 0 0 2
水道事業管理者 7 1 3 2 1 0 1
議会 6 0 2 3 2 0 1
●�実施機関のうち、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会に対する開示請
求はありませんでした。
●審査請求はありませんでした。

実施機関別の保有個人情報の開示請求などの件数と処理状況　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　件）

実施機関の区分 件数
処理状況

全部開示 部分開示 不開示 却下 取り下げうち不存在
市長 12 2 8 0 0 0 2
●�実施機関のうち、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道
事業管理者および議会に対する開示請求はありませんでした。
●�審査請求はありませんでした。
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●
許
可
な
く
転
用
し
た
ら
？

　
無
断
で
転
用
し
た
場
合
、
農
地

法
違
反
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や

原
状
回
復
な
ど
の
命
令
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
従
わ
な

い
場
合
、
罰
則
も
あ
り
ま
す
。

※�

農
振
農
用
地
や
優
良
農
地
の
場

合
は
原
則
許
可
で
き
ま
せ
ん
。

※�

農
振
農
用
地
の
場
合
、
産
業
振

興
課
（
☎
４
４

－

９
０
３
５
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

農
地
転
用
は
事
前
手
続
き
を

　
農
地
を
住
宅
用
地
や
駐
車
場
な

ど
に
転
用
す
る
際
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。

●
一
時
的
な
農
地
の
転
用
は
？

　
工
事
な
ど
で
一
時
的
に
資
材
置

場
や
残
土
置
場
と
し
て
利
用
す
る

場
合
も
申
請
が
必
要
で
す
。

●
対
象
と
な
る
農
地
は
？

　
全
て
対
象
と
な
り
、
耕
作
し
て

い
な
い
農
地
（
遊
休
農
地
）
も
申

請
が
必
要
で
す
。

●
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
設
置
は
？

　
農
地
へ
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
設

置
に
も
申
請
が
必
要
で
す
。
業
者

に
発
注
す
る
前
に
、
必
ず
農
業
委

員
会
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
農
業
委
員
会
事
務
局

�

　
☎
４
４

－

９
０
１
２

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

農
地
の
適
正
な
管
理
を

　
農
地
を
耕
作
し
な
い
ま
ま
放
置

す
る
と
荒
地
に
な
り
、
病
害
虫
の

温
床
や
有
害
鳥
獣
の
す
み
か
に
な

る
な
ど
、
周
り
の
農
地
や
生
活
環

境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
草

刈
り
や
除
草
な
ど
を
定
期
的
に
行

い
、
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
市
農
業
委
員
会
事
務
局

�

　
☎
４
４

－

９
０
１
２

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

農
振
除
外
申
出
を

受
け
付
け
ま
す

　
農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、
住

宅
な
ど
耕
作
以
外
の
目
的
に
利
用

す
る
場
合
は
、
農
振
法
に
基
づ
く

農
振
除
外
手
続
き
が
必
要
で
す
。

受
付
期
限　
８
月
29
日
（
金
）

受
付
場
所　
産
業
振
興
課

要　
　
件

　
次
の
①
～
⑦
す
べ
て
満
た
す
こ

と①�

農
用
地
区
域
外
に
代
替
す
る
土

地
が
な
い
こ
と

②�

農
用
地
の
集
団
化
・
作
業
の
効

率
化
・
そ
の
他
土
地
の
農
業
上

手
話
を

や
っ
て
み
よ
う
！
vol.74

　　

「
う
さ
ぎ
」

干
支
シ
リ
ー
ズ

河
村 

高
裕
さ
ん

（
備
南
聴
覚
障
が
い
者
協
会
）

社会福祉課（健康福祉センター内）
　☎44－7007 　FAX44－7110

両手を広げて手の甲を
相手側に向けた状態で
頭の上に置き、その手を
同時に前後へ動かします。
うさぎの耳が動いている

様子です。

動画でも確認できます

▲ ▲ ▲

の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
こ
と

③�

農
用
地
の
利
用
集
積
に
支
障
を

及
ぼ
さ
な
い
こ
と

④�

農
用
地
に
お
け
る
地
域
計
画
の

達
成
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
こ
と

⑤�

農
用
地
区
域
内
の
土
地
改
良
施

設
の
機
能
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
な
い
こ
と

⑥�

土
地
改
良
事
業
等
の
実
施
地
区

の
場
合
は
、
事
業
完
了
後
８
年

を
経
過
し
て
い
る
土
地
で
あ
る

こ
と

⑦�

他
法
令
の
許
認
可
の
見
込
み
が

あ
る
こ
と

●
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
県
の
同
意
も
必
要
で
す
。

●�

す
べ
て
の
申
出
が
認
め
ら
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
産
業
振
興
課

�

　
☎
４
４

－

９
０
３
５

告
広
料
有
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所得税および復興特別所得税の予定納税（第１期分）の納税をお忘れなく
【納期】予定納税（第1期分）７月１日（火）から７月31日（木）まで【振替日：７月31日（木）】　

予定納税とは
　前年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税
および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。予定納税は、予定納税基準額の３分の１相当
額を第１期分として７月中に、第２期分として11月中に納めることになっています。
納税する額
　予定納税が必要な人には、６月中旬に「令和７年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」を
送付（通知）しています。この通知書に「第１期分」の納税額を記載しています。
予定納税額の減額申請
　�廃業や業績不振などの理由で、令和７年分の「申告納税見積額（令和７年６月30日の現況）」が、税務署
から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合、予定納税額の減額申請をす
ることができます。
【申請】7月15日（火）までに申請書を問い合わせ先へ
●確定申告の際には、申告書に予定納税額（第1期分と第2期分の合計額）を記載する必要があります。
問玉島税務署管理運営・徴収部門　☎086－522－3137（直通）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

公
共
下
水
道
受
益
者
負
担

金（
分
担
金
）

　

公
共
下
水
道
受
益
者
負
担
金

（
分
担
金
）
と
は
、
下
水
道
が
整

備
さ
れ
た
区
域
の
土
地
の
所
有
者

な
ど
に
下
水
道
事
業
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　
負
担
金
（
分
担
金
）
第
１
期
の

納
期
限
は
７
月
31
日（
木
）で
す
。

　
一
括
納
付
を
す
る
場
合
、
納
期

限
を
過
ぎ
る
と
報
奨
金
が
交
付
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
納
付
の
人

は
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
下
水
道
課（
金
光
総
合
支
所
内
）

�

　
☎
４
２

－

７
３
０
５

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

海
の
事
故
ゼ
ロ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

期　
間　
7
月
16
日
（
水
）
～

　
　
　
　
　
　
31
日
（
木
）

　
出
航
の
際
は
、
次
の
こ
と
を
心

掛
け
、
海
難
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

●�

発
航
前
検
査
な
ど
の
徹
底

●�

見
張
り
の
徹
底
お
よ
び
船
舶
間

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進

●�

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
常
時
着
用

●�

気
象
・
海
象
の
確
認

問
水
島
海
上
保
安
部

�

☎
０
８
６

－

４
４
４

－

２
９
６
７

玉島税務署からのお知らせ

　

浅口市LINE公式アカウントの友だち募集中！

【メール配信の登録者も募集中！】
「e-asakuchi@xpressmail .jp」へ空メールを送信後、届いたメールの登録画面に必要事項を
入力してください。QRコードの読み取りでも空メールの送信ができます。
問秘書政策課　☎44－9037

浅口市LINE公式アカウントでは、皆さんの生活に
必要な情報をお届けしています！
（例）重要なお知らせ・イベント情報・
　　災害時の緊急情報など

【登録方法】
QRコードを読み取るか、LINEホーム画面で
「浅口市」を検索。
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市
夏
季
社
会
人

 

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

日　
時　
８
月
３
日
（
日
）

　
　
　
　
９
時
～

場　
所　

�

ふ
る
さ
と

　
　
　
　
か
も
が
た
プ
ラ
ザ

対　
象　

�

市
内
在
住
・
在
勤
の

　
　
　
　
社
会
人

定　
員　

�

１
チ
ー
ム
監
督
を
除
い

て
15
人
以
内

参
加
費　

�

１
チ
ー
ム
２
，０
０
０
円

（
代
表
者
会
議
時
に
集
金
）

申
込
み　

�

７
月
25
日
（
金
）
ま
で

に
問
い
合
わ
せ
先
へ

●�

７
月
25
日
（
金
）
19
時
30
分
か

ら
中
央
公
民
館
で
代
表
者
会
議

を
行
い
ま
す
。

問�

ひ
と
づ
く
り
推
進
課

　
（
中
央
公
民
館
内
）

�

☎
４
４

－
７
０
０
１

 

ペ
タ
ン
ク
交
流
大
会

日　
時　
８
月
27
日
（
水
）

　
　
　
　
受
付
９
時
30
分
～

場　
所　

�

ふ
る
さ
と
か
も
が
た
プ
ラ
ザ

対　
象　
ペ
タ
ン
ク
愛
好
者

内　
容　

�

ダ
ブ
ル
ス

相
談

ス
ポ
ー
ツ

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

教
育
相
談（
要
予
約
）

　
不
登
校
、
社
会・学
校
不
適
応
、

一
般
育
児
問
題
な
ど
、
子
ど
も
の

健
全
な
育
成
の
た
め
に
、
臨
床
心

理
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
す
。

日　　時 場　　所
７月５日
８月２日

（土）
（土） 9時～12時

金光公民館
図書室

７月12日
７月26日
８月９日
８月23日

（土）
（土）
（土）
（土）

9時～12時 中央公民館

７月５日
８月２日

（土）
（土）14時～17時

ふれあい交流館
「サンパレア」

●�

い
ず
れ
の
会
場
で
も
相
談
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
金
光
分
室
（
金
光
公
民
館
内
）

�

☎
４
２

－

２
８
４
５

問
学
校
教
育
課（
中
央
公
民
館
内
）

�

☎
４
４

－
７
０
１
２

問�

寄
島
分
室（
ふ
れ
あ
い
交
流
館

「
サ
ン
パ
レ
ア
」内
）�

　
　
　
　
　

☎
５
４

－

３
１
１
０

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

人
権
・
行
政
相
談（
無
料
）

　
い
じ
め
・
差
別
・
Ｄ
Ｖ
・
児
童

虐
待
な
ど
人
権
に
関
す
る
問
題
の

相
談
に
人
権
擁
護
委
員
が
応
じ
ま

す
。
ま
た
、
国
・
県
・
市
な
ど
が

行
う
行
政
施
策
に
対
す
る
疑
問
、

苦
情
、
要
望
な
ど
の
相
談
に
行
政

相
談
委
員
が
応
じ
ま
す
。

●�

申
し
込
み
不
要
。
い
ず
れ
の
会

場
で
も
相
談
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

問
市
民
課　
☎
４
４

－

９
０
４
２

日　　　　時 場　　所

７月22日
８月18日

（火）
（月） 9時～11時 金光総合支所

７月18日
８月15日

（金）
（金） 13時～15時 浅口市役所

７月23日
８月27日

（水）
（水） 13時～15時 寄島総合支所

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

無
料
法
律
相
談（
要
予
約
）

　
土
地
・
家
屋
の
ト
ラ
ブ
ル
、
金

銭
の
貸
借
、
夫
婦
間
の
も
め
ご
と

な
ど
日
常
生
活
で
起
き
る
さ
ま
ざ

ま
な
法
律
問
題
の
相
談
に
弁
護
士

が
応
じ
ま
す
。（
１
人
30
分
）

　
申
し
込
み
の
際
は
、
氏
名
、
住

所
、
電
話
番
号
、
相
談
内
容
の
番

号
（
①
相
続�

②
金
銭�

③
離
婚�

④

交
通
事
故�

⑤
不
動
産�

⑥
そ
の
他
）

を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
必

要
に
応
じ
て
相
手
方
の
氏
名
（
社

名
な
ど
）
も
お
尋
ね
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

日　
時　
８
月
５
日・19
日
（
火
）

　
　
　
　
13
時
～
16
時

場　
所　
浅
口
市
役
所

対　
象　
市
内
在
住
者

申
込
み　

�

７
月
９
日
（
水
）
８
時

30
分
か
ら
予
約
受
付
開

始
（
電
話
の
み
）

●�

同
じ
人
か
ら
の
相
談
は
、
年
度

内
１
回
ま
で
。

●�
市
行
政
に
関
わ
る
相
談
な
ど
は

不
可
。

問
市
民
課　
☎
４
４

－

９
０
４
２

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

出
張
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク（
要
予
約
）

　
就
職
・
職
業
相
談
、
求
人
情
報

の
提
供
、
紹
介
状
の
発
行
、
履
歴

書
の
書
き
方
指
導
な
ど
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
笠
岡
の
職
員
が
対
応
し
ま

す
。

日　
時　
７
月
４
日・18
日
（
金
）

　
　
　
　
８
月
１
日・15
日
（
金
）

　
　
　
　
10
時
～
15
時

　
　
　
　
（
12
時
～
13
時
は
除
く
）

場　
所　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

対　
象　
市
内
在
住
者

申
込
み　
問
い
合
わ
せ
先
へ

問
市
民
課　
☎
４
４

－

９
０
４
２

　
　
　
　
（
２
人
１
組
で
申
込
み
）

参
加
費　
１
人
３
０
０
円

　
　
　
　
（
当
日
徴
収
）

申
込
み　

�

８
月
13
日（
水
）17
時
ま

で
に
問
い
合
わ
せ
先
へ

問�

ひ
と
づ
く
り
推
進
課

　
（
中
央
公
民
館
内
）�

　
　
　
　
　
☎
４
４

－

７
０
０
１
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市内から里庄町の病院に電話をかける時は、市外局番（0865）をつけてください。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

法
務
局
の
常
設
相
談（
無
料
）

　
日
常
生
活
で
の
悩
み
ご
と
や
、

各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
相
談

に
人
権
擁
護
委
員
が
応
じ
ま
す
。

日　
時　

�

毎
週（
水
）（
祝
日
除
く
）

　
　
　
　
9
時
～
12
時

場　
所　

�

岡
山
地
方
法
務
局

　
　
　
　
笠
岡
支
局

申
込
み　
不
要

問
笠
岡
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

�

☎
０
８
６
５

－

６
２

－

５
２
９
５

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

サ
ポ
ス
テ
出
張
相
談

（
要
予
約・
無
料
）

　
く
ら
し
き
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
通
称
「
サ
ポ
ス

テ
」）
は
、
中
学
校
卒
業
後
、
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
で
無
業
状
態
に
あ

る
若
者
の
職
業
的
自
立
（
復
学
を

含
む
）
を
支
援
す
る
機
関
で
す
。

就
労
や
自
立
に
関
す
る
悩
み
な
ど

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
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時　
７
月
15
日
（
火
）

　
　
　
　
８
月
19
日
（
火
）

　
　
　
　
14
時
～
16
時
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所　
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

対　
象　

�

市
内
在
住
の
15
～
49
歳

の
働
く
こ
と
や
将
来
に

不
安
を
抱
え
て
い
る
人

お
よ
び
そ
の
家
族

申
込
み　
問
い
合
わ
せ
先
へ

問�

く
ら
し
き
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
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４
８
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５
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２
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酒
害
相
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無
料
）

日　
時　
７
月
６
日
（
日
）

　
　
　
　
８
月
３
日
（
日
）

　
　
　
　
13
時
～
15
時

場　
所　
金
光
公
民
館

申
込
み　
不
要

問
中
国
断
酒
修
養
会

�

☎
０
９
０

－

４
１
０
５

－

１
９
４
５

認知症介護者の会ささえあい 障害がある人の出張おしごと相談会
　認知症の人を介護する家族が日頃抱えている悩
みや不安を話し合う会です。
日　時　７月22日（火）
　　　　10時～11時45分
場　所　寄島老人福祉センター１階　介護予防室
対　象　�認知症の人を介護する
　　　　家族や、認知症介護
　　　　の経験を持つ家族
内　容　座談会・
　　　　情報交換など
申込み　不要

問高齢者支援課（健康福祉センター内）
　☎44−7388

　就職や仕事の悩み・困りごとなど、障害がある
人の仕事に関する相談に応じます。
日　時　８月５日（火）
　　　　10時～12時
場　所　健康福祉センタ－３階　団体会議室
対　象　�障害のある人
●障害のある人の家族や支援者からの相談も受け��
　付けます。
持ち物　障害者手帳、履歴書
　　　　（どちらも持っていない場合は不要）
申込み　問い合わせ先へ

問倉敷障がい者就業・生活支援センター
　☎086－434－9886

最下段は有料広告です。掲載している広告の内容などのお問い合わせは、
直接広告主へお願いします。 22　　　　　　　令和７年７月号
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今月の市消費生活センター ワンポイント講座 安 心・安 全 ひとくち メモ

営業実態が確認できる業者を選んで。
【アドバイス】
●�突然の訪問やしつこい電話をしてくる業者には「今、
不要なものはありません。」と断りましょう。
●�断っているのに、しつこく引き下がらないときは「警
察を呼びます。」と伝えましょう。

■問�市消費生活センター（産業振興課内）　☎44－9007
■問�消費者ホットライン　☎188

突然やって来る業者に注意!
不
要
に
な
っ
た
農
機
具
を

譲
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。

早
く
地
元
の
業
者
に

売
り
に
行
け
ば
良
か
っ
た
。

壊
れ
て
い
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。

先
に
車
に

乗
せ
て
か
ら

払
い
ま
す
ね
。

全
部
で
10
万
円
。

ブ
ー
ン
!

あ
っ
、お
金
が

ま
だ
だ
よ

待
っ
て
ー
ー
!!

そ
れ
で
お
金
を

も
ら
っ
て
な
い
ん
だ

～大切な命を守るため～
住宅用火災警報器の設置・点検を
　住宅用火災警報器は、すべての住宅の寝室と、
寝室がある階の階段上部（１階の階段は除く）
への設置が義務付けられています。
　住宅火災による死亡の多くは「逃げ遅れ」が
原因です。「早期発見」「すばやい避難」の手助
けとなるのが住宅用火災警報器ですので、設置
をお願いします。
　また、警報器が正常に作動
するか、定期的に点検を行っ
てください。電池式の場合は、
電池交換も忘れずに行ってく
ださい。

住宅防火　命を守る　10のポイント
４つの習慣
□寝たばこは絶対にしない。
□ストーブの周りに燃えやすい物を置かない。
□こんろを使うときは火のそばを離れない。
□�コンセントはほこりを掃除し、不必要なプラ
グは抜く。
６つの対策
□�ストーブやこんろなどは安全装置のついた機
器を使用する。
□�火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に
交換する。
□�部屋を整理整頓し、寝具・衣類およびカーテ
ンは防炎品を使用する。
□消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
□�お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と
避難方法を常に確保し、備えておく。
□�訓練への参加や戸別訪問などにより、地域ぐ
るみの防火対策を行う。

問くらし安全課　☎44－9006

有
料
広
告

スクラッチカード使用期限：９月30日（火） 問浅口商工会　☎0865－44－3211

「夏の大感謝祭」
スクラッチカードを軽くこすると、当たりかハズレかがわかります。
当たり券は、次回のお買い物から夏の大感謝祭加盟店で、ご利用いただけます。

浅口商工会
売出し期間

7/15（火）～
8/12（火）

５００円お買い上げ毎にスクラッチカードを１枚進呈！
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としょかんだより 市立図書館に関する
情報は右記
QRコードから

市ホームページ

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

すいせん図書

　

 

7月 は休館日休館日のお知らせ

オススメ

行事予定

（所蔵館についてはお問合せください。）

新着図書案内
NEW

出久根育
柴田ケイコ

鈴木のりたけ
金内織恵

たなかひかる

オンジャリQ.ラウフ
長谷川まりる
鳥居志帆
増村征夫

上野千鶴子
キャロライン・ハーパー

堂場瞬一
中島要
青山七恵

○こどものえほん
・もりのあさ
・パンダのおさじとせっけんパンダ
・大ピンチずかん ３
・くだものらららん
・たぶんゾウ
○こどもの本
・金色の切手とオードリーの秘密
・アリーチェと魔法の書
・コミュニケーションの力
・水のかたち
・日本の鉄道パーフェクトBOOK
○おとなの本
・アンチ・アンチエイジングの思想
・見たこともない宇宙
・闇をわたる
・口出し屋お貫
・記念日

鴨方図書館（☎44－7004）

　

 

寄島図書館（☎54－3144）
●おはなしのふね（０歳～２歳）
　日　時　７月11日（金）10時30分～11時
　場　所　絵本コーナー
●夏休みおはなし会(絵本と紙芝居のたまて箱)
　（小学生まで）※要申込
　日　時　７月26日（土）10時30分～11時20分
　場　所　寄島総合支所２階　会議室
　定　員　15人（先着順）
　申込み　７月６日(日)以降、問い合わせ先へ

●紙芝居とおはなしの会（３歳～小学生）
　日　時　７月５・12・19・26日（土）
　　　　　10時～（１時間程度）
　場　所　えほんのへや
●ぴよちゃんくらぶ（０歳～２歳）
　日　時　７月10・24日（木）10時30分～11時
　場　所　えほんのへや
●小学生のためのおはなし会（小学生）
　日　時　７月30日（水）10時～11時
　場　所　２階視聴覚室
●夏休み展示「のぞいてみよう！江戸時代　
　　　　　　　　　　　─江戸はえぇど～─」
　日　時　７月15日（火）から８月28日（木）まで
　場　所　図書館内

●おはなしおもちゃばこ（３歳～小学生）
　日　時　７月12日（土）11時～11時30分
　場　所　絵本コーナー
●おはなしおもちゃばこpiccolo（０歳～２歳）
　日　時　７月18日（金）11時～11時20分
　場　所　絵本コーナー
●夏やすみおたのしみ会（小学生まで）
　（おはなし会・映画会・チャレンジくじ）
　日にち　７月27日（日）
　☆おはなし会　９時30分～10時15分
　　　　　　　　15人（先着順）※要申込
　☆映画会　　　10時30分～（１時間半程度）
　　　　　　　　40人（先着順）※要申込
　申込み　７月５日（土）以降問い合わせへ
　☆チャレンジくじ　30人（先着順）
●図書館の仕事を体験しよう
　（小学４年生～６年生）※要申込
　日　時　８月７日（木）９時30分～11時30分
　定　員　４人（先着順）
　申込み　７月19日（土）以降、問い合わせ先へ

金光さつき図書館（☎42－6637）

「交番相談員百目鬼巴」
 長岡弘樹　文藝春秋

「どろぼうジャンボリ」
阿部結　ほるぷ出版

　警察を定年退職し、非常勤の「交番相談
員」として働いている百目鬼巴。見た目は普通
のおばさんで、性格も穏やかな彼女は、卓越し
た洞察力で、目の前で起こっていることの真
相・裏側を立ちどころに見抜いてしまう。

　町のみんなが眠る夜、風変わりなどうぼう
ジャンボリは仕事にとりかかる。いったい何
を盗むと思う？ジャンボリが集め続けた宝物
が、ある時、町に小さな奇跡を起こし…。

鴨
方
図
書
館
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日 月 火 水 木 金 土
各館に学習室が
あります。
詳しくは
お問い合わせ
ください。

寄
島
図
書
館

金
光
さ
つ
き

図
書
館
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星空の画像は
「国立天文台4次元デジタル宇宙
プロジェクト」より引用

© NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt 天の川銀河・天の川の画像は、国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトより引用

　夏の夜空を見上げると、3つの１等星が明るく
輝いています。西がこと座のベガ（織姫星）、東が
わし座のアルタイル（彦星）、南がはくちょう座のデネブ
です。これらの３つの星を結ぶと「夏の大三角」ができます。

　7月7日は七夕です。皆さんはどんな願い事をしますか？
　七夕は、天の川を隔てた織姫星と彦星が年に一度だけ会うことができるお話し
で知られています。今回は、この織姫星と彦星、そして二人の間を流れる天の川
についてご紹介します。

今月の

星のたより

問岡山天文博物館　☎44－2465

　七夕のお話しでは、年に一度しか会うことができない織姫星と彦星ですが、実際に星が移動することはありま
せん。2つの星の間は、14.4光年ほど離れていて、これは、光のスピードでも約14年半かかってしまう距離です。

織姫星と彦星の距離

　織姫星と彦星、二人の間を流れる天の川の正体は「天の川銀河」です。
　天の川銀河は、円盤状で渦を巻いた形をしており、その大きさは約10万光年。
　私たちはこの銀河の中心から約2万7千光年離れた隅っこに住んでいます（右下図）。
　地球から見上げる天の川は、銀河を横から眺めた姿です。たくさんの星が集まって、
　まるで川のように見えるのです（左下図）。

天の川の正体

織姫星と彦星

～大河を隔てた14.4光年の　～

宇宙の距離の単位「光年」については、
6月の「星のたより」でも紹介したよ。

晴れたら、「夏の大三角」を探してみよう。お盆の
21時頃が見つけやすいよ。
岡山天文博物館のプラネタリウムでもチェック
してみてね！

織姫星と彦星の見つけ方

愛

「天文のまち」ならではの
イベントを随時開催！
詳しくは、右記QRコードから

岡山天文博物館
ホームページ25 　　　　　　　令和７年７月号
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今月の納税
税　目　国民健康保険税　第１期
　　　　介護保険料　　　第１期
　　　　後期高齢者医療保険料　第１期
　　　　固定資産税　　　第２期
納期限　７月31日（木）

住民の動き　令和７年５月末現在
（住民基本台帳人口）

男 15,713人 （＋8）
女 16,739人 （−6）
計 32,452人 （＋2）

世帯数 14,521世帯（＋21）
（　）内は前月比

市内から里庄町の病院に電話をかける時は、市外局番（0865）をつけてください。

●�休日に、けがをしたり急病になった人のための診療です。急患
ではない場合は平日に受診しましょう。
●�休日当番医は変更になることがあります。当日に電話などで確認
し、事前に症状を説明のうえ、かかりましょう。

休日当番医� （診療時間は９～17時）

７月 6日（日） ほかま医院 金光町 ☎42-6616

７月13日（日） 高山医院 鴨方町 ☎44-2332

７月20日（日） よりしま中西医院 寄島町 ☎54-2324

７月21日（月・祝） 金光病院 金光町 ☎42-3211

７月27日（日） みわ記念病院 金光町 ☎42-5000

8月 3日（日） さかの整形外科 鴨方町 ☎45-8881

8月10日（日） すくすくこどもクリニック 鴨方町 ☎44-5400

さわやかあいさつ！ 笑顔の源

 

栄養委員養成講座
　栄養改善協議会では、食事や運動などに関する講座
や調理実習などを年に数回、毎回テーマを変えて行っ
ています。
　まずは、栄養委員養成講座に参加してみませんか。
日　時　８月27日（水）10時～11時30分
場　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　容　講座「栄養改善協議会について」、
　　　　おやつの調理実習、座談会
定　員　20人（先着順）
参加費　初回200円
申込み　７月31日(木)までに問い合わせ先へ
持ち物　エプロン、三角巾、ハンカチ、飲み物、
　　　　筆記用具
●調理があるためマスク着用と手指消毒のご協力をお願いします。

問健康こども福祉課（健康福祉センター内）☎44－7114

栄養成分表示を活用しましょう
　食品の容器包装には、栄養成分表示として、エネルギー、た
んぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量が記されています。
　栄養成分表示を見て、上手に食品を選び、必要な栄養素を過
不足なく摂取することで健康の維持・増進に役立てましょう。

令和６年度は、栄養成分表示の研修会も
実施しました。

【栄養成分表示（参考）】
栄養成分表示
1食(〇g)当たり

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

〇kcal
〇g
〇g
〇g
〇g
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さわやかあいさつ！ 笑顔の源

 

栄養委員養成講座
　栄養改善協議会では、食事や運動などに関する講座
や調理実習などを年に数回、毎回テーマを変えて行っ
ています。
　まずは、栄養委員養成講座に参加してみませんか。
日　時　８月27日（水）10時～11時30分
場　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
内　容　講座「栄養改善協議会について」、
　　　　おやつの調理実習、座談会
定　員　20人（先着順）
参加費　初回200円
申込み　７月31日(木)までに問い合わせ先へ
持ち物　エプロン、三角巾、ハンカチ、飲み物、
　　　　筆記用具
●調理があるためマスク着用と手指消毒のご協力をお願いします。

問健康こども福祉課（健康福祉センター内）☎44－7114

栄養成分表示を活用しましょう
　食品の容器包装には、栄養成分表示として、エネルギー、た
んぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量が記されています。
　栄養成分表示を見て、上手に食品を選び、必要な栄養素を過
不足なく摂取することで健康の維持・増進に役立てましょう。

令和６年度は、栄養成分表示の研修会も
実施しました。

【栄養成分表示（参考）】
栄養成分表示
1食(〇g)当たり

エネルギー
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

〇kcal
〇g
〇g
〇g
〇g

月　日 受付時間 場　　　　所 注　　意　　事　　項

～各種相談～
■健康相談・育児相談…保健師・管理栄養士が健康づくりや育児の相談に応じます。
７月29日（火） 9:30～11:30 健康福祉センター 市内全地区／要申込

■心の相談…精神科医師が、心の健康や病気の相談に応じます。 
７月 3日（木）

10:00～11:30 健康福祉センター 市内全地区／前日までに要申込（社会福祉課☎44-7007）
８月 7日（木）

～おとなのけんしん～ 完全予約制　けんしんを受診する際は、必ず受診券をお持ちください。
■セットけんしん［内容：特定健診、75歳以上健診、胃がん（ピロリ菌）・大腸がん・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診］
７月16日（水） 8:30～11:00 市民会館金光 予約受付終了� � � �
７月23日（水）

8:30～11:00 健康福祉センター 予約受付終了
７月28日（月）

■レディース検診［内容：子宮頸がん検診、乳がん検診 （視触診＋マンモグラフィ併用）、大腸がん検診　※大腸がん検診のみの受診は不可］
８月 5日（火） 12:30～14:45 健康福祉センター

電子申請：7/14（月）～7/24（木）
電話予約：7/17（木）～7/24（木）８月 8日（金）

12:30～14:45
健康福祉センター18:00～19:15

（ナイター）
■子宮頸がん検診［内容：子宮頸がん検診、大腸がん検診　※大腸がん検診のみを受診することはできません］

８月 5日（火） 9:30～11:15 健康福祉センター 電子申請：7/14（月）～7/24（木）
電話予約：7/17（木）～7/24（木）

～子どもの健診・教室～
■マタニティクラス…妊婦さんとそのご家族が、安心して赤ちゃんを迎えるための教室です。
　妊娠中の生活や赤ちゃんについて学びながら、妊婦さん同士の交流をしてみませんか？　（※託児はありません）

７月 1日（火） 13:30～15:30
（受付13:15～） 健康福祉センター 申込受付終了

■離乳食教室…離乳食の始め方や進め方、歯のケアについて紹介します。　（※託児はありません）

７月24日（木） 10:00～11:30
（受付9:45～） 健康福祉センター

市内全地区 /要申込 /対象：生後７～１２か月以内のお子さんを
お持ちの保護者 /定員：１０組 /内容：歯っぴー編［管理栄養士
によるお話・離乳食の展示・歯科衛生士によるお話（お口の発達・
歯の手入れの仕方）・個別相談］

※次の健診・教室は、約３週間前に案内を郵送しています。届かない人、都合が悪い人はご連絡ください。
　受付時間は、各健診・教室により異なるため、案内をご確認ください。

月　日 受付時間 場　　　　所 対　　象（生年月日）
■乳児健診
８月 6日（水） 13:00～14:00 健康福祉センター 対象（令和7年3月16日～令和7年5月5日生まれ）

■１歳６か月児健診
７月31日（木） 13:00～14:00 健康福祉センター 対象（令和5年11月21日～令和6年1月31日生まれ）�

■２歳６か月児歯科健診
７月24日（木） 13:00～14:00 健康福祉センター 対象（令和4年12月26日～令和5年2月5日生まれ）�

■３歳児健診
７月10日（木） 13:00～14:00 健康福祉センター 対象（令和4年1月14日～令和4年2月22日生まれ）

　詳しくは、浅口市健康づくりガイド「おとなの健康編」「妊娠～親子の健康づくり編」でご確認ください。
　市ホームページでおとなのけんしん、子どもの健診・教室などの開催状況を掲載します。

健康づくり
事業予定表  

問健康こども福祉課（健康福祉センター内）☎44－7114

7月1日から8月10日まで
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●広報あさくちは市ホームページでも見ることができます。
●目が不自由な人のために、音訳をしています。詳しくは、本庁秘書政策課（☎44－ 9037）へ。
●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

の

1歳になりました

令和6年7月生まれ
徳山 乃彩ちゃん
とくやま   の   あ

（7月11日生まれ）
山本 基陽くん
やまもと  もとはる

（7月9日生まれ）
今城 琴葉ちゃん
いまじょう こと  は

（7月12日生まれ）

平野 　紬 くん
ひら の       つむぎ

（7月31日生まれ）
榎本 翔陽くん
えのもとしょうよう

（7月23日生まれ）
榎本 萌羽ちゃん
えのもと   も   ね

（7月23日生まれ）
川崎 紗良ちゃん
かわさき   さ   ら

（7月21日生まれ）

ご家庭のアイドルを
募集しています！

　広報あさくちにお子さん
の写真を載せませんか。市
に住民票がある令和６年
９月生まれのお子さんの
写真を７月末までに電子
申請またはＥメール、郵送
にてお申し込みください。
郵送の場合は写真の裏面
に保護者の氏名・連絡先、
子どもの氏名（ふりがな）・生年月日・住所・性別を明記してください。また、Ｅメールの場合は、タイトルを「我が家のアイドル」と
し、本文に各項目を記載し、jpegファイルで送信してください。
　なお、応募された写真は返却しません。
電子申請：市電子申請サービスによるお申し込みはQRコードをご利用ください。
Ｅメール：hisyoseisaku@city.asakuchi.okayama.jp　　送 り 先：〒719－0295（住所不要）浅口市役所秘書政策課 

日　時　７月２7日（日）　9時30分～１２時
場　所　かもがた町家公園芝生広場
定　員　4０人（先着順）
対　象　小学生（保護者同伴可）
参加費　無料
申込み　7月5日（土）から
　　　　７月20日（日）までに
　　　　問い合わせ先へ
　　　　電話

町 家 で 夏 休 み

問かもがた町家公園　☎45－8040

町家のそうめん流し
大好評だったそうめん流しを６年ぶりに実施
します。

日にち　７月２７日～８月２４日までの毎週日曜日
時　間　１０時～１２時
場　所　かもがた町家公園
　　　　交流館
対　象　中学生以下
　　　　（保護者同伴可）
参加費　無料
申込み　不要

町家で映画館
「にほんむかしばなし」
日本各地の風土の中で生まれ、語り継がれて
きた民話や昔話。お子様にもわかりやすい、
アニメで楽しんでいただきます。

活用してみませんか？『広報あさくち』『市ホームページ』広告募集中 （1か月12,800部発行） （年間1,654,000アクセス）

　毎月1日発行の「広報あさくち」は、各家庭や市内店
舗などに配布されています。イベントや
商品PRなどに、ぜひご活用ください！
　掲載申込方法など、詳しくは市ホーム
ページでご確認ください。　

媒体
広報紙

市HP

種別
A広告
B広告
C広告
トップページ
最下部

色
フルカラー
2色
2色

フルカラー

月額掲載料
4万円
2万円
1万円
1万円

   　  大きさ
縦4.5㎝×横17.4㎝
縦4.5㎝×横17.4㎝
縦4.5㎝×横8.7㎝
縦50ピクセル×横170ピクセル

問秘書政策課　☎44－9037市ホームページ

／／


